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東京地方裁判所令和 4 年（行ウ）第 3 0 2 号・同第 4 4 6 

神田警察通り整備工事代金請求義務付け等請求事件

意 書

令和 5 年 1 1 月 1 4 日

東京地方裁判所民事第 2 部 Bel 係御中

前千代田

久皐賃爪

1 はじめに

私は、 1999 年に初当選してから 6 期 24 年間、千代田区議会議員を務めてきまし

た。 2023 年 4 月に党の引退規約に基づき議員を勇退しました。この間、多くの区民

の方々から真心からのご支援を賜り、千代田区議会議員として区民のために活動で

きたことは私の最大の誇りであります。

さて、意見書を提出しようとした理由と主な論点です。

理由の一点日は、本訴訟で問題となっている議決に関して、所管であった企画総

務委員会（以下、単に「委員会」といいます）の委員（副委員長）として執行機関に

対して質疑を行い、討諭した上で採決しましたので、その立場から意見を述べるこ

とがきわめて重要であると思ったことです。

目は、今回の裁判結果が、今後の千代田区だけでなく のまちづくりの進

め方に、また住民の意思としての議会の議決に大きな影響を与えかねないと危惧し

たからであります。

主な論点としては、区の提案する神田警察通り沿道整備において、①樹冠が立派

に育った街路樹のイチョウを伐採することに合理性はあるのか、また②広く住民の

合意を得るための適正な手続きはとられたのか。そして、③議案審査の委員会にお
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いて執行機関の答弁に虚偽または事実と異なる不正確な説明があったのかの 3 点で

あります。

2 樹冠が立派に育った街路樹のイチョウを伐採することに合理性はあるのか

最初に、行政の提案する神田警察通り沿道整備 II 期工事において、樹冠が立派に

育った街路樹のイチョウを伐採することに合理性があるのかについてです。

都市計画法第 2 条（基本理念）では、「都市計画は、農林漁業との健全な調和を図

りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこ

のためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念

として定める」としています。つまり、都市計画は合理的でなければならないとし

ています。

今、地球の温暖化が一層進み大きな危機を迎え、温暖化対策が強く求められてい

ること、また、街路樹の役割や資産的価値が見直されている中、どうして樹冠が立

派に育った街路樹のイチョウを伐採することに合理性があるのでしょうか。議案審

査は、令和 3 年 9 月 21 日の企画総務委員会において行われ、私はこの点について 3

度質問しました。（添付資料 1 の議事録番号 265 、 267 、 272) しかし、以下述べます

ように合理的であるとする執行機関（区）からの明確な答弁はありませんでした。

(1) 須貝課長の答弁

須貝課長は、私のどうして樹冠が立派なイチョウを伐採してしまうのかとの質問

に「我々もそういうことで検討していったんでございますが、やはり当初の目的の

自転車走行空間、そして、歩道を拡幅して、歩行者空間を確保していくと。そういう

ことを達成していくためには、今ある街路樹がその位置にあると整備ができない」

と（議事録 266) 、また「 2 2 メートルという限られた道路幅員の中で、歩道を拡幅

して、安全、歩行者の空間、それから自転車の走行空間、そういうものを当てはめた

ときに、やはり今のイチョウをその位置に残しておくということはできないという

ことがございますので、そこはご理解賜りたい」（議事録 277) と、イチョウをこの

位置に残しては道路整備できないとの答弁を繰り返すだけで、技術的または法的な

確かな根拠をもって合理的だとする答弁はありませんでした。
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(2) 印出井部長の答弁

印出井部長からは同じ質問に対してイチョウを伐採する理由として協議会で出た

意見の紹介がありました。「現状の並木、樹木、大径木化樹木に対して、『この沿道

には適さない』、とか、『イチョウを残すかと思うと、少しがっかりしている』です

とか、イチョウで、別の委員の発言を、同じ委員の発言を繰り返し申し上げるとち

よっと偏るので別の委員の発言を申し上げますと、『イチョウで困っている方が多い』

と。『ギンナンも落ちるし、うちが全部掃除している』とか『イチョウと落葉樹だけ

はやめてほしい』とか、日々沿道で生活されている方々の課題感、それもあったの

かなというふうに思っています」、「やっばりその中で一番多かったのが、やっばり

既存の道路の中で、非常にイチョウが老朽化して根上がりしているということに対

しての、日々感じている課題感というのがあったのかなというように思います」（議

事録 280) と。しかし、これらは、※土壌の改良や整備後の※アダプト制度（※最終

頁に用語の説明）の中で解決できるものばかりです。伐採の理由とはなりません。

このように委員会において、印出井部長も須貝課長も答弁において樹冠が立派に

育った街路樹のイチョウを伐採することに合理的だとする説明はまったくなかった

のです。

(3) 駐車帯・パーキングメーター設置について

須貝課長は答弁の中で「この II 期に関しては、 I 期のようなパーキングをなくす

という形ができませんので」（議事録 273) と、パーキングについて触れていました。

II 期工事区間ではパーキングの設置が必要となり、そのために街路樹を伐採しなけ

ればならないとして触れたものと思いますのでこの点についても述べておきたいと

思います。

そもそも、平成 23 年の神田警察通り沿道整備協議会（以下「沿道協議会」または

「協議会」といいます）発足の当初より神田警察署がオブザーバーとして参加して

います。そしてその協議会が検討を重ね、平成 25 年 3 月に沿道整備の方針「神田警

察通り沿道賑わいガイドライン」（以下「沿道ガイドライン」といいます）を策定し

ました。そこには「駐車レーンは原則廃止する」（沿道ガイドライン P.5) また「駐

車や荷捌きには、原則として周辺のパーキングメーターやコインパーキング等を活
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用する」（同 P.6) と示されています。駐車レーンに関することは警察の所管であり

ますので、当然にオブザーバーとして参加していた警察がガイドライン策定段階で

廃止できるかできないかは判断していたものと思います。車線を減らし、また駐車

レーンをなくして「車中心から人と賑わい中心の道路」とすることは神田警察通り

沿道整備のメインテーマであったはずだからです。なぜ、今になって駐車帯（駐車

レーン）及びパーキングメーターの設置が必要となったのでしょうか。いつの段階

で、何を理由として必要となったのかがわかりません。

この点、令和 4 年 9 月 20 日の企画総務決算分科会ですが、小枝議員の質問に答え

て、印出井部長は「警察の協議、具体的には、会議とか打合せとかということになる

んですけど、まさに意思形成過程における会議とか打合せでございますので、それ

自体の議事録を公開するというのはなかなか難しい」（分科会議事録 410) と答弁し

て、警察との間でどのような協議がなされ、どのような理由により駐車帯が必要と

なったのかがわかる資料の公開は今もなされていません。

もし、区がイチョウを伐採せざるを得ない理由として駐車レーンを廃止できなく

なったということを挙げるのであれば、沿道整備のメインテーマに影響する大きな

変更でありますので、沿道ガイドライン策定当初と比較して沿道の交通状況に、い

つ、どういう変化が生じたのかという確かで客観的な説明をしてしかるべきです。

しかし、その説明がありません。

よって、駐車レーンの設置をイチョウの伐採を合理的だとする理由にはならない

ことを述べておきたいと思います。

3 広く住民の合意のための適正な手続きを欠いたこと

都市計画法では、公共性のある計画は適正な手続きを経ることとその重要性が強

調されています。

それは都市計画運用指針の「都市計画の意義」として書かれています。「土地の合

理的な利用が図られるよう制限を課す場合、その根拠として適正な手続に裏打ちさ

れた公共性のある計画として機能を果たすものである。」 (III- 1 都市計画の意義）

と。「裏打ちされた」という表現を用いてその重要性を強調しています。
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(1) 協議会の議事録が公開されなかったこと、また協議会本来の役割が果たせな

かったこと

区が、適正な手続き欠いたことの第一は、神田警察通り沿道整備推進協議会（以

下、沿道協議会または協議会といいます）の議事録が平成 23 年の発足当初より令和

4 年 3 月まで公開されなかったことです。

協議会は区が設置要綱で設置した公のまちづくりを進めるための協議会でありま

すので、区の基準である「千代田区附属機関等の設置及び運営並びに会議等の公開

に関する韮準」（以下、基準といいます） （資料 2) でいう懇談会等に該当する会議

体であります。よって、基準の第 13 条では会議録等の公開を定めていますので公開

しなかったことは明らかに基準違反であります。沿道住民（街路樹を守る会の方々）

が初めて参加しての協議会（令和 4 年 1 月に開催された第 19 回協議会）の議事録が

令和 4 年 3 月に公開され、第 1 回からの議事録は令和 4 年の 4 月になりようやく公

開されたのです。

協議会発足当初より 10 年以上にわたりその議事録が公開されなかったことは区

の韮準に違反しており、また都市計画法上の適正な手続きを明らかに欠くものです。

次に、協議会本来の役割が果たせなかったことについてです。

第 1 回協議会の議事録（資料 3) を改めて読みますと、協議会設置の目的が明確

とされず、本来の協議会の役割が果たせなかったのではと思います。「まちづくりと

して、人と賑わい中心の沿道整備を進めるための組織」、「広く住民の合意を得るた

めの組織」、「合意形成の場」としての役割であります。

協議会の委員は確かに各町会の会長であり、団体の代表でありその立場から意見

も述べてくれていますが、検討されたその内容をそれぞれの町会や団体へ持ち帰り、

広く住民や関係者の意見を聞き、次回の協議会に反映させるという仕組みになって

いなかったことです。これでは協議会本来の役割が果たせません。「イチョウを全て

切ると聞かされ寝耳に水だった」（第 19 回協議会議事録 P.4)（資料 4) という多く

の沿道住民がいて当然です。

協議会が本来の役割を果たせるよう区は事務局としての責任を果たしカバーすべ

きでした。いずれにしても本来の役割が果たせず 10 年以上過きたことは適正な手続

きを欠く原囚ともなったのです。
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印出井部長は「その意思形成に何か大きな瑕疵があったとか、問題があったとか

はない」（議事録 319) と述べていますが、本当にこれで手続き上の瑕疵はなかった

と言えるのでしょうか。

そして、議案採決の委員会に採決の判断材料として重要なこの協議会議事録を区

は提出しなかったことです。

協議会での議論の積み重ねをいうのであれば、協議会ではどういう議論がなされ、

どう広く住民や関係者に意見を求めたかを知る重要な資料であったはずです。その

資料を委員会に提出しなかったことは、区として大事な手続きを欠いたこととなり

ます。本来の住民の意思としての議会の議決ができなかった可能性があるからです。

(2) 「千代田区参画・協働のガイドライン」、「千代田区道路整備方針」に基づく手

続きをとらなかったこと

適正な手続きを欠いた第二は、まちづくりとしての沿道整備を進めるにあたって、

区の定めた「千代田区参画・協働のガイドライン」（平成 26 年 4 月）や「千代田区

道路整備方針」（平成 31 年 3 月）に基づく手続きを行政としてまったくとらなかっ

たことです。

具体的には、「神田警察通り沿道賑わいガイドライン」（以下「沿道ガイドライン」

といいます）に示されていた文化芸術ゾーンの「豊かに育った既存の街路樹を活か

す」を「適した街路樹の植栽を行う」へと変更したとされるのは令和 2 年 12 月の第

17 回協議会であるとされますが（議事録 266) 、その時点でこの「沿道ガイドライ」

を改訂し、「千代田区参画・協働ガイドライン」 (P.33) に基づいてパブリックコメ

ントや住民説明会を開催すべきところをまったく行わなかったこと。また、このこ

とは「道路整備方針」に定められた「さまざまな意見聴取の手法を検討の上、地域の

参圃と協働による整備を目指し」 (P .4-8) (P.5-2) にも反していることです。

区は、自ら参画・協働のガイドラインや道路整備方針を定めその手続きについて

記載したにもかかわらずその手続きの全てを怠ったのです。これでよいのでしょう

か。
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これら (1) (2) で述べましたことは、都市計画法上からは明らかに住民合意の

ための適正な手続きを欠いていること、さらに、地方自治法上からは第 2 条 16 項

「法令に違反してその事務を処理してはならない」にも違反している可能性があり

ます。

よって、同 17 項の「前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為はこれを無

効とする」により議案提案そのものを、もしくは議決を無効とすべきではないでし

ようか。

4 住民の意思としての採決を行う重要な委員会において、執行機関が虚偽の答弁

または事実と異なる不正確な説明を行ったこと

(1) 「 10 年積み上げてきた」旨の答弁が虚偽答弁に値すること

委員会での議案審査においては、イチョウを伐採しての道路整備について沿道住

民の合意がとれているのかが最大の焦点でした。この点、執行機関からは「10 年積

み上げてきた」という趣旨の答弁が 5 回も繰り返されました。（議事録 26 1, 300 、 319 、

328 、 343) 例えば、印出井部長は、「この神田警察通りの整備については、やはり 1.

4 キロの延長の中で、神田エリアを東西に位置する区道として、まちづくりと一体

となった道づくりの検討が必要だということで、 10 か年にわたり、まさに沿道の、

先ほど申し上げましたとおり、道路整備方針、その当時はできていませんけれども

道路整備方針と同様の、沿道町会、沿道商店会の方々の議論の積み重ねの中で、道

路整備の方向性がまとまってきたものでございます。それで、先ほど申し上げまし

たとおり、 II 期工事や III 期に向けた整備の方向性としましては、そういった中で

は、大方、全会一致と言っていいほどの共通理解が図られているところでございま

す」（議事録 319) と答弁しました。

この「10 ヵ年にわたり・・・議論を積み重ね」とは沿道協議会のメンバーのみで

の議論であったということが審査の中で明らかとなりました。また、上記 3 (1) で

述べたように、協議会の議事録は公開されてなく、協議会が住民の合意形成の場と

なっていないため、いくら長い間、協議会で議論したといっても沿道住民の合意は

勿論、沿道住民は知ることさえできなかったのです。
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それを、「 10 年積み上げてきた」と答弁したことは虚偽または事実と異なる説明

であります。区は沿道協議会での議論のことをいったのだから虚偽ではないと述べ

ていますが、これは詭弁であります。

(2) 「今後は広く住民の意見を聞き対話の下で道路整備を進めていく」と答弁した

ことが虚偽であったこと

委員会で各委員からの質疑が終わった段階で、採決に入る前ですが、嶋崎委員長

から執行機関に対して発言がありました。「この先、判断に行く前に、私の方からち

よっと執行機関に対して物を申したい。・・・今日はよーく、いろんなご意見が出た

んだから、それは一方の意見だけじゃないんだよ。当然、早くやってくれ、大丈夫だ

よ、任せておけと言う人だっているわけだから。両論あるんだから、そこはバラン

スよくやるのが、私、執行機関の仕事だと思うよ。そこら辺は皆さんにちゃんと約

束してくださいよ、委員の皆さんに」（議事録 361) と。この委員長発言に答えて、

印出井部長は「・・•これまで進めてきた合意形成の手法にとどまらず、それを核と

しながら、どうやって幅広く多様な意見を聞いていくか。·・・我々としては、今後

も広く意見を聞き、それをフィードバックしながら、対話の下で道路整備、公園整

備、まちづくりを進めていくように努めてまいりたい」（議事録 362) 、との答弁があ

りました。

委員長発言とそれに対する印出井部長の答弁から、私は、今後は沿道住民と対話

のもと広く意見を聞きながら道路整備を進めてくれるものと信じました。「約束して

くださいよ」に答えて述べたのですから。おそらく私だけではなく全委員がそう受

け取ったし、信じたことと思います。

私は採決にあたり、「賛成するとすればですね。条件がある。・・•この契約をした

ら、もうそれで決まりですよというんではなくて、何とかこのイチョウの、その II

期工事区間のイチョウを残しながら・・・自転車道を造る整備をできないものか。僕

は諦めていない」（議事録発言 374) と討論し賛成したのです。

この議会の議決後、協議会への住民（街路樹を守る会）の参加が 2 回（令和 4 年

1 月の第 19 回と令和 4 年 3 月の第 20 回の協議会）と直接の対話（「胸襟を開いての

対話」）は令和 4 年 4 月 9 日の一度きりで区は話し合いの打ち切りを宣言したので

す。その後、沿道住民は何度もイチョウを残しての道路整備を求めて区との話し合

emi
ハイライト表示
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いの継続を求めました。しかし、区は、今度は手のひらを返し「議会が議決したのだ

から」と、議決したことを話し合いに応じない理由としたのです。あまりにひどい

と思います。いったい委員会でのあの約束は何だったのか。可決欲しさにその場限

りのうその約束、答弁だったとしか思えません。明らかな虚偽答弁であります。こ

れでよいのでしょうか。

その後、高齢者を合む沿道住民は、やむを得ずイチョウを守るため夜通し木守り

をしてくれています。今も続いています。区は自ら必要な手続きを欠いたことを棚

に上げ、純粋にイチョウを守りたいという多くの住民を、また木守りしている多く

の方々を「妨害者」呼ばわりし、排除しています。このような行為は人権上からも、

人道上からも許すことができません。それとも行政なら許されるのでしょうか。

(3) イチョウを伐採しないと整備できないと断定する答弁が虚偽であること

上記 2 「合理性はあるのか」の（ 1) で述べたように、須貝課長は確かな根拠を示

すことなく「イチョウを伐採しないと道路整備できない」との答弁を繰り返えしま

した。

後ほどの委員会ですがその理由を述べています。本来は議案を審査する委員会で

述べるべきでありますが、このことは問いません。問題はその内容です。「千代田区

道の道路構造等に関する基準を定める条例施行規則」（以下「条例施行規則」または

「規則」といいます）の第 27 条（ 1) には経過措置や、やむを得ない場合の規定を

定めてないので歩道幅員 2m の確保が必要であると。（令和 4 年 8 月 1 日企画総務委

員会）また、印出井部長は仮に、やむを得ない場合があるとしてもイチョウは道路

附属物なのでやむを得ない場合に該当しないと答弁しています。（令和 4 年 7 月 11

日の企画総務委員会）しかし、この「道路構造等に関する基準を定める条例」を審査

した委員会の議事録（平成 25 年 3 月 8 日の企画総務委員会）を確認すると委員長か

ら国の参酌基準を「参酌しているということで間違いないということですね」（議事

録 157) と確認し、採決に入り全員賛成で可決しています。つまりのやむを得ない場

合の規定を設けるということです。実際には条例施行規則にそのやむを得ない場合

の規定や原則という文字、つまり例外規定はどういうわけか入りませんでした。区

はこの例外規定がないことを 2m の幅員確保を絶対とする根拠、理由としますが、
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むしろ規則に例外規定を議会の決めた通りに設けなかったことの方が問題であり、

根拠とすることはできません。

因みに、神田警察通りの歩道の幅員が一部 2m に欠けるところもありますが、国

の経過措置や都のやむを得ない場合は1.5m とするとの規定を用いればイチョウを

残しての道路整備は可能であります。

なお、仮にやむを得ない場合の規定があったとしてもイチョウは道路附属物なの

で該当しないとの答弁についてですが、詳しくは述べませんが道路法で街路樹を道

路附属物とした時代と今の環境が違い過きます。冒頭述べたように温暖化対策や街

路樹の役割や資産的価値が見直されている中です。道路附属物という考え方は改め

てもらいたいと思います。

よって、 2 - (1) でも述べましたようにイチョウを伐採しないと道路整備がで

きないと断定した委員会での答弁は、技術的にも法的にもなんら根拠のない答弁で

あり、合理性がないばかりか虚偽または事実と異なる不正確な説明であると言わざ

るを得ません。

5 さいごに

以上、都市計画法上の観点から、道路整備において樹冠が立派に育った街路樹の

イチョウを伐採することに合理性がないこと、また住民合意のための適正な手続き

がとられなかったこと。そして住民の意思としての議決を行う議案審宵において執

行機関の答弁に虚偽または事実と異なる説明があったことについて述べさせていた

だきました。

今回の裁判結果が今後のまちづくりの進め方に、また住民の意思としての議会の

議決に、さらには地方自治の在り方自体に大きな影響を与えかねないこと。そして

純粋な気持ちからイチョウを守りたいという多くの人々や今も実際に木守りをして

いる多くの方々を区は妨害者呼ばわりし排除しています。このようなことは人権上

からもまた人道上からも許すことはできません。多くの人にこの事実を知ってもら

い一日も早くそのような行為を止めさせることができればと意見書を提出させてい

ただきました。

どうぞ、よろしくお願いいたします。



1 1 

（参考）

※土壌改良とは、舗装に必要な強度を持たせながら、根が生育出来る隙間のある特

殊な土壌（根系誘導耐圧基盤材）を舗装の下に設けます。 この隙間には空気と

水、養分があるので、地面深くまで根を伸ばすことができます。この新しい工法

により、健全に樹木が生育でき、根上がりが再発しにくくなるため、歩行者が安

心して通行出来るような歩道になります。（横浜市のホームページより）

※道路・公園等のアダプト制度とは、区民・企業・行政の連携·協働による緑化や

清掃などを通して、まちに潤いを与えるとともに、地域の環境美化やコミュニテ

イの活性化を図ることを日的としたものです。千代田区では、町会・商店会・学

校・ボランティア団体や企業等が、区の管理している道路·公園・児童遊園等に

おいて、草花の植え付け、管理や清掃などの環境美化活動を行っています（「千

代田区道路整備方針」 3 -1 1 ページより）。

（資料）

1. 令和 3 年 9 月 21 日の企画総務委員会議事録

2. 千代田区附属機関等の設置及び運営並びに会議等の公開に関する基準

3. 第 1 回協議会議事録（協議会の設置要綱は最後に付けました）

4. 令和 4 年 1 月 28 日の第 19 回神田警察通り沿道整備推進協議会議事要旨
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6 の契約方法は、 2 者構成の］ V 、建設共同企業体または単体事業者による制限付きの一般競争入札によ

る契約でございます。

7 の契約内容ですが、契約金額は 3 億 7, 8 1 6 万 6, 1 4 0 円、契約の相手方は大林道路株式会社代表取

締役、黒川修治でございます。

資料 5 のご説明は以上でございます。

U

戸

0須貝基盤整備計画担当課長 続きまして、参考資料についてご説明いたします。

先ほどの契約課長の説明とかぶるところがございますが、工事箇所は表記のとおりで、神田警察通りの I

期工事に続く白山通りとの交差点から千代田通りとの交差点までの図に示す区間となります。

中ほどの工事概要をご覧ください。施工理由ですが、本工事は、 「神田詈察通り沿道まちづくり整備構

想」、 「神田警察通り沿道賑わいガイドライン」並びに「千代田区自転車利用ガイドライン」に基づき、景

観・環境に配慮しつつ、歩行者の安全と円滑な道路交通を確保しながら、自転車通行環境を整備するために

施工するものです。まさに、これを具現化するための整備であり、街路樹の伐採、更新を目的とするもので

はないことをご理解賜りたいと存じます。

整備方針ですが、道路整備方針の将来像として掲げている、誰にでも優しい安全で安心な道路として、歩

道拡幅、歩道のセミフラット化、自転車走行空間の整備、視覚障害者誘導用ブロックの設置。景観や環境に

配慮した潤いのある道路として、歩道のカラー舗装化 これは保水性インターロッキングでございます。

車道の遮熱性舗装、街路灯の LED化、街路樹や植樹帯の整備、これを行うものでございます。

1 枚おめくりいただいて、現況及び整備計画図をご覧ください。下段が計画図ですが、青字で示されてい

るものが整備内容でございます。

もう一枚おめくりいただいた詳細図も、同様に、整備内容を青字で示しております。

安全•安心に資するものとして、現状の 2.7 メートルの歩道を、停車帯のある狭い箇所で 4.5 メート

ル、一般部の広い箇所で 6 メートルヘと拡幅いたします。併せて、歩道の段差や波打ちを解消するセミフラ

ット化、自転車走行空間の整備を行います。さらに、視覚障害者誘導用ブロックを設置いたします。

景観・環境に資するものとして、歩道のカラー舗装化で、保水性インターロッキングを敷設し、車道は遮

熱性舗装を施して、ヒートアイランド対策を講じます。さらに、環境に優しい街路灯の LED化、街路樹や

植樹帯を整備して、歩行環境の快適化を図ります。

繰り返しになりますが、このようにして、景観・環境に配慮しつつ、歩行者の安全と円滑な道路交通を確

保しながら、自転車通行環境の創出を具現化することが目的の整備でございます。

議案についての説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

247: 

〇嶋崎委員長 はい。執行機関からの、契約案件に対してのご説明を頂きました。

本件に関しましては、日程の、お手元にございます日程 2 の新たな送付された陳I青、送付 3-13 「神田

警察通りの今ある街路樹について直接意見を聞く場を設けてください」が提出をされております。陳情審査

は、本来は次回の 1 0 月 7 日でございますけれども、本件に関しましては、関連をするため、一括して審倉

をさせていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

248: 

〇嶋崎委員長 それでは、陳情に関しまして、執行機関からの情報提供等がありましたら、お願いをしたい

と存じます。

249: 

0須貝基盤整備計画担当課長 陳情に係る状況についてご報告いたします。

陳情書にあるとおり、 4 月 2 6 日の陳清審査におきましては、元桜井委員長より、整備計画を行うに当た

っては、区民の理解が得られるよう丁寧に進めること、との委員会としての申入れを頂き、審査が終了いた

しました。

その後、 5 月 1 7 日の当委員会におきましても、整備計画の見直しを求める新規の陳情審査が行われ、そ

の際に、沿道整備推進協議会へ整備計画やスケジュール、陳情の経緯などを報告するための準備を進めてい

る、また、工事請負契約に向けて、手続を進める中で、なるべく早い段階で沿道へ周知する方法を検討して

いる旨を報告いたしました。そして、前回 4 月 2 6 日と同様の整理をしていただいたところでございます。

250: 

httos://www.citv.chivoda.tokvo.dbsr.io/index.oho/4008440 36/67 
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それを受けまして、 5 月 2 8 日に第 1 8 回神田警察通り沿道整備推進協議会を開催いたしました。こちら

は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面開催といたしました。その議事といたしましては、街

路樹の取扱いの考え方、街路樹、植樹帯の樹種の確認、 II期区間のスケジュールについて報告し、それぞれ

についてご意見を頂き、取りまとめ、さらにフィードバックいたしました。

その後、 II期区間の道路整備内容を確定し、起工するとともに、整備内容を周知するため、 7 月 2 1 日に

神田詈察通りの道路整備計画について、区ホームページに掲載したところでございます。この情報はネット

ニュースにも取り上げられ、大きな反響があると思いましたが、整備内容について、ご意見など、特に今ま

でのところ、大きな反応はございません。

4 月 2 6 日以降、街路樹に閑するご意見を頂いたのは、沿道住民と思われる方 2 名で、延べ 4 回ありまし

た。丁寧に説明して、対応させていただきました。なかなかご理解まではいきませんけども、丁寧に対応さ

せていただきました。ほかに一般社団法人街路樹を守る会から 2 回ほど話合いと 1 回の現地立会いの申入れ

があり、こちらも丁寧に説明し、対応させていただきました。こちらもご理解までは頂いておりませんが、

説明させていただきました。

今後 1 0 月半ばに本契約が済み次第、早い段階で整備計画及び工事内容を現地に掲示して、周知していく

ことを考えており、引き続き丁寧に進めてまいります。

報告は以上でございます。

〇嶋崎委員長 はい。陳情に関する先般の委員会からの申入れの後の時系列について、執行機関のほうから

ご説明いただきました。議案と陳清と、私のほうでうまく整理をさせていただきますので、一括で質疑をし

ていただきたいと思います。

質疑のある方、どうぞ。

0大坂委員 この神田警察通りの工事に関しては、そもそもこれまで長年にわたる沿道協議会での議論の積

み重ねがありました。それに関しては、非常に注視すべきものというふうに思っています。当委員会におい

ても、何度となく陳情審査をしてきていますし、これは、逆に言うと、委員会の中でもかなりの議論を積み

重ねてきたということにもつながるのかなと思います。

その上で、今回、これ、契約案件というのは、既に第 1 回定例会において予算案として議決したものであ

るという前捉というのは念頭に置きながら、議案の審査と陳情審査をしなければいけないのかなというふう

には考えています。

陳情書、上がってきたものを見ますと、 「伐採とは寝耳に水です」ですとか「丁寧に進めると決められた

後も、何もありません」、 「全く何の通知もない」とか「アンケート調査をしたとのことですが、私達の多

くは記憶にありません」というような内容で上がってきています。

先ほど、前回の陳情審査の後の申入れに対してどのような対応をしてきたのかというところについて説明

がありましたけれども、それだけではやはり不十分なのかなというのが、この陳情が上がってきた結果だと

いうふうに認識はしております。

改めて、その対応について、十分だったのか、十分でなかったのか、先ほど説明した以外にどういうこと

ができたのか、できていなかったのかについて、ちょっと説明をお願いしたいと思います。

〇須貝基盤整備計画担当課長 先ほどの状況の報告の中で申し上げましたとおり、ホームページヘの公表、

それから、住民から頂いた意見に対して、それに対しては丁寧に説明させていただいたと。私たちとして

は、これ以上―意見を頂ければ、それに対してちゃんとご説明していけるんですけども、問題ないと考え

てございます。

あと、沿道整備協議会でも、再度、街路樹の取扱いについてと、あと、樹種、そういうものについて確認

をして、それをまたフィードバックしたところでございます。

0大坂委員 5 月 2 8 日に 1 8 回の沿道協議会が行われて、そこでの確認についてもフィードバックしたと

いうことでよろしいんですかね。

httos://www.citv.chivoda.tokvo.dbsr.io/index.oho/4008440 
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0須貝基盤整備計画担当課長 委員にフィードバックをしたということでございます。

0大坂委員 委員の方のみのフィードバックという形なのかなと思います。やはり丁寧に丁寧にということ

であるならば、そういった沿道協議会という公式の会議が書面開催ですかね、これは、行われたということ

についても、広く告知をする。丁寧に、近隣の方々だけでなく、そうですね、周辺の方々、関係する方々に

伝わるような形で周知をするという必要があったのではないのかなというふうには感じるんですけれども、

その辺りについてはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。

0須貝基盤整備計画担当課長 ただいまの大坂委員のご指摘、非常に真摯に受け止めたいと思います。今

後、そのような、やはり反対の方とか、そういう方にもこのような情報が分かるような、何らかの方法を取

っていきたいと思います。

0大坂委員 ありがとうございます。

本当に、もう何回も何回も陳屑審酋して、それに対して、常に丁寧に対応していただいたということは、

十分承知しています。その結果、今までにない規模で沿道にアンケート調査を実施することができたりです

とか、学識経験者の方々を集めて、特別に意見を聴取して、それに対して、しつかりと集約をしていったと

か、そういったことというのは、次に向けても、しつかりとしたノウハウとしてつながっていくのかなとい

うふうにも思っていますので、その辺も踏まえて、今後、引き続き丁寧にしっかりと対応していただきたい

というふうに思っています。

その上で、今回、道路整備をして、街路樹を更新するということになるんですけれども、伐採して新植す

るということになるわけですから、かかる費用というのもかなりのものになるんだろうと思います。一方、

街路樹を保存して整備をすれば費用がかからないというような考え方もあるんですけれども、その点につい

てはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。

0須貝基盤整備計画担当課長 ご指摘のとおり、街路樹を更新する場合は、伐採、伐根、新植、そして、こ

の神田警察通りのII期については、ツリーサークルの設置が必要となります。そして、その費用がかかりま

す。一方、街路樹を保存して整備した場合でも、実は、大きなツリーサークル、 I 期工事でイチョウを残し

たような大きなツリーサークルのその設置が必要となりまして、その費用がかかります。

本整備において、初期費用として、更新した場合のほうが 5 3 0 万程度高くなります。しかし、整備後の

剪定や落ち葉清掃などの維持管理費、並びに大径化する既存樹木の成長管理に係るコストを加えて試算する

と、実は整備後 6 年目から逆転して、その後は大きく差が開いてまいります。また、老朽化して、大径木と

なった既存樹木が台風等における倒木リスク、そういうものを踏まえると、潜在的なコストも想定できま

す。

コスト面が全てではございませんが、神田芸察通りの道路空間に週した樹木への更新、それをすることに

よって、将来にわたってコストの増加にはつながらず、適切で適正な維持管理を行っていくことができるも

のと認識してございます。

0大坂委具最後。

こうした方針についても、沿道協議会の中でしっかりと議論をして確認されたということでよろしいのか

なというのが最後に確認したいところなんですけれども。そもそものこの神田警察通りの機能更新に関して

は、沿道協議会の意向を受けて、安全性といったものを基本軸に、車道、歩道、自転車道のそれぞれの安定

性を重視した機能更新をしていくんだというところが基本軸にあるというところを、最後の最後、確認させ

ていただきたいと思います。

〇印出井環境まちづくり部長 大坂委員ご指摘のとおりでございます。それから、本会議でも質疑、ご答弁

がございましたけれども、神田警察通りという、ーツ橋から神田駅周辺まで神田エリアを束四に大きく縦断

するこの通り、これは全体を通じた一定の統一性ですとか、あるいは関係性ですとか、そういったものも考

慮する必要がございます。で、もとより、ベースになるのは安全•安心だろうというふうに思っておりま
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す。そういった中で、やはり樹木に対して、様々な思い、ご意見を持たれる方、多くいるんだろうなと思う

んですけれども、検討に当たりましては、幅広く地域の事情に通じる方々にご参画を頂きながら、 1 0 か年

にわたって議論をしてきたところでございます。

そういった広域的な全体最適と、やはり個々の地先における様々なニーズというののできるだけ調和を図

ってまいりたいというふうに思っております。今後、工事、契約内容が固まって、工事に至る中では、今回

の工事区間におけるご理解を深めていただくことであったり、今後の工事についても、検討の在り方等々に

ついて、議会をはじめとしたご意見を頂きながら、検討してまいりたいというふうに思います。

〇嶋崎委員長 いいですか。

副委員長。

0大串副委員長 この工事を進める上においての根拠として、参考資料の 1 に神田警察通り沿適賑わいカイ

ドラインがありますよね。この、そうですね、 2 8 年の秋の委員会でも、私、今から 5 年も前ですけど、同

じ何か議論をやりました。この神田警察通り沿道賑わいガイドラインを作成したメンバーですけど、今の沿

道協議会の方が中心になってつくられたんじゃないんでしょうか。どうですか。

0佐藤地域まちづくり課長 この協議会事務局、地域まちづくり課でやっておりますので、私のほうからご

答弁させていただきます。

この協議会でございますが、平成 2 3 年 9 月から設立し、検討してきたと。その前は検討委員会というこ

とで行ってきたというところでございます。メンバーでございますけれども、学識経験者の方々と、それと

沿道の町会の方々、それと商店街、それと、にぎわい創出といった部分の観点から検討を進めてきたという

部分がございますので、観光協会の方にも入っていただいてやってきたと。そして、オブザーバーとして芸

察署の方も入っていただいているメンバーで検討してきて、ガイドラインを策定してきたというところでご

ざいます。

0大串副委員長 沿道協議会の方も、この作成には当然関わっているということですよね。

で、私が不思議だなと思うのは、この根拠としている沿道ガイドラインのゾーン別の将来像が書かれてい

ます。そこには街路樹も明確にうたっていますよ。今回のII期工事は、その、何というんですか、最初のゾ

ーンですよね、歴史・学術ゾーンに当たります。この歴史・学術ゾーンでの街路樹はどうするのかというの

は、ここに書かれていますよね。既存のイチョウ並木を保全、活用するんだというのが、この沿適ガイドラ

インには書かれている。この沿道ガイドラインを根拠としてこの工事をやるんだというんだけれども、何で

このイチョウの並木を切ってしまうの、街路樹を。立派な樹冠が形成されているんですよ。どうなんです

か。

0須貝基盤整備計画担当課長 まず、ガイドラインのほうには、大串委員おっしゃるとおり、そのように書

かれてございます。我々もそういうことで検討していったんでございますが、やはり当初の目的の自転車走

行空間、そして、歩道を拡幅して、歩行者空間を確保していくと。そういうことを達成していくためには、

今ある街路樹がその位置にあると整備ができないというところから、そして、このカイドラインにつきまし

ては、この 1 ページのところに、本ガイドラインは、今後の地域の方との協議やまちづくりの動向を踏ま

え、必要に応じて発展、改良していくことを想定していますと、そういう記載がございます。

そして、 1 2 月、昨年の 1 2 月 2 日ですね、第 1 7 回協議会におきまして、この、パーキングメーターの

お話もあるんですけども、その街路樹のゾーン別でイチョウを残すと書かれているところがありますけど

も、そこは、共立前のイチョウについてはああいう形で残すことができたということで、基本的に趣旨、ガ

イドラインの趣旨については達成できたものと考えて、そこを協議会の中で確認したところでございます。

0大串副委員長 昨年の 1 2 月の協議会で、それは、もう切ることが決定したと。じやあ、その時点で、そ

ういう案が出たなら、その出た段階で、まず、カイドラインを、これ、書き換えてくださいよ。今もこのま

まホームページに載っている。 「神田警察通り」と検索すると、整備ガイドラインとともに、図も示されて
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いる。全くそのままですよ。だから、当然、まちの人も分からないよ。協議会に参加している＋何名の方は

知っているかもしれないけれど、今回、陳情に上がってきたように、大半の沿道の方が知らない。これで、

どうしてにぎわいの沿道をつくれるのか。車優先から人優先の沿追をつくりましょうよと。道を造るんだ

と。この神田警察通りで成功しなかったら、千代田区では、もうこれから先、人優先の道路なんてできませ

んよ。そうでしょう。

それにはだよ、丁寧な上にも丁寧に、もう沿道に関わっている人、お店、それからマンションに住んでい

る人、それから大学、その他あるでしょ。そういった方々に、全てごのガイドラインの変更があったとご

ろ、このガイドラインを持っていって、どうなんだと。イチョウを残したいと私たちは思うけど、どうなん

だと。やむを得ず切らなくちゃいけなくなっちゃうけれども、どうなんだと。ちゃんと聞かなくちゃ駄目。

それから、まず、伐採ありきじゃないんだよ。ごの立派な樹冠を形成しているイチョウを残しながら、ど

うやって自転車道を整備して、歩道もやっていくのか。そごが大事なんじゃないですか。ごれから温暖化対

策をやろうというときに、立派な樹冠を形成しているイチョウを切るというごとが政策で合理性があるのか

どうか。僕はね、そこが千代田区の姿勢だよ。どうやって人優先の道路をみんなと一緒につくって、愛され

る神田警察通りをどうやってつくるのか。その思いというのが伝わってこないよ。どうなんですか。どうや

ってつくるんですか。

0須貝基盤整備計画担当課長 大串副委員長のおっしゃるとおり、確かにガイドラインを協議会の中で議論

を交わして変わったということで、それに関しては、おっしゃるとおり、周知をしていくべきだったと思っ

ております。

遅まきながらですが、ホームページのカイドラインにつきましては、先週、実は更新をしたところです。

申し訳ございません。

0大串副委員長 そういうごとを言っているんじゃないよ。

〇須貝基盤整備計画担当課長 はい。それ以外、もっと、この道路、自転車走行空間をつくるため、ここで

しかできないということを認識して、もっと丁寧に、熱い思いでやっていかなきゃいけないというところ

を、しっかりと心に受け止めて、進めてまいりたいと思います。

〇印出井環境まちづくり部長 今、大串委員からのご指摘でございます。神田芸察通りの、今回、契約案件

として、道路整備が議題になっておりますけれども、当初は、ご指摘のとおり、沿道のまちづくり、平成 2

3 年頃、非常に地域として、これからの神田の在り方が問われているときに、まちづくりを基軸にしなが

ら、そのにぎわいを創出する一つの大きな手法としての道路整備という形でつながってきたのかなというふ

うに思います。

そういった検討のプロセスからすると、ご指摘のとおり、まちづくりの考え方について、こういうふうに

変わってきたんだよと。議論の中で、やはりどうしても千鳥ヶ淵や皇居周辺が桜の時期に着目される中で、

神田駅から九段下方向に向かう神田警察通りのにぎわい、千代田区全体の回遊性を考える中で、こんなよう

な形で議論が発展してきて、道路整備の在り方についても変わってきたんだよということについては、その

時点でしっかりと周知をし、こういう検討をしているということについてお伝えをするべきだったというふ

うに思います。

それから、もう一方で、警察通り沿道整備協議会の運営自体の課題というごともあったのかなというふう

に思っております。今回のご指摘を受けまして、今後、この警察通りに限らず、ごうしたガイドライン等の

公開の仕方、あるいは検討のプロセスの在り方については、見直してまいりたいというふうに考えておりま

す。

0大串副委員長 今、問題となっているのは、この神田警察通りのII期工事、このII期工事のイチョウをど

うするのか。陳情者の方も、そのことを一番心配しているんじゃないですか。 I 期工事でやったように、こ

のイチョウを残しながら、人優先の道路をどうやってつくっていくのか。にぎわいガイドラインにのっとっ

た道路整備を区としては真剣に考えて、やるべき。

僕は、工事は大いに結構だけれども、工事の内容ですよね、内容については、ぜひ、ごのイチョウ、 II期
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工事については、カイドラインに書いてある一ーまあ、先週変更したといったって、それは意味ないよ。ぜ

ひ、このイチョウの、結構、中木、立派な樹冠も形成しているこのイチョウを残しながら、人優先の道路の

整備に向けてやるのが千代田区としての仕事なんじゃないかと、そう思いますよ。

にぎわいをつくるためには桜並木が必要だというんじゃなくて、このイチョウを残すことこそがにぎわい

の沿道をつくることになるんじゃないですか。どうでしょうか。

0須貝基盤整備計画担当課長 大串委員のおっしゃることも理解できるんですけども、これまでもこの委員

会等で説明をしてまいりましたが、このII期に関しては、 I 期のようなパーキングをなくすという形ができ

ませんので、そこで今回の本会議の中で、部長のほうも、街路樹をなぜ伐採するのかと、残してできないの

かというところで答弁をしていると思いますけども…•"

〔携帯電話の着信音あり〕

〇嶋崎委員長 ちょっと待って。

0須貝基盤整備計画担当課長 はい。

〇嶋崎委員長 すみません。傍聴の方でしょうか。ケータイはご遠慮いただきたいんですけれども。 （「は

い」と呼ぶ者あり）

はい、続けてください。

〇須貝基盤整備計画担当課長 はい。先ほども申しましたとおり、 2 2 メートルという限られた道路幅員の

中で、歩道を拡幅して、安全、歩行者の空間、それから自転車の走行空間、そういうものを当てはめたとき

に、やはり今のイチョウをその位置に残しておくということはできないということがございますので、そこ

はご理解賜りたいと存じます。

〇嶋崎委員長副委員長。

0大串副委員長 私はちょっと理解できないんだけれども、きれいな道路が造りたいということがあるのか

もしれない。だけど、そうじゃないんだよ。にぎわいというのは、曲がり＜ねった道だっていいんだよ。樹

木があって、通りが通れなければ、歩行者が譲り合って通ってもいいんだよ。そういう中でコミュニティと

いうのは形成できるんだよ。何か、さも見た目がきれいで利便性があったほうがいいなんていう価値観でや

ろうとするから、無理が出る。 （「そうだ」と呼ぶ者あり）

だから、そこはね、僕は価値観というかな、その千代田区の道路計画というか、整備方針というか、そう

いうものが、何かきれいにやろうと、きれいにやることがみんなのためになるというような、思っているだ

ろうけれども、そうじゃないんじゃないですか。代官山、僕も好きだから勉強しに行くけれども、あそこは

もう、くねくねくねくねした道がたくさんある。だけど、そこがまたよさになっているよ。で、そのまちを

残そうとするから、あそこは魅力があるんでしよ。僕はだからその辺、区としてはしっかりちょっと考え直

してもらいたい。

で、道路工事をやることはいいけれども、樹木を残すことについては、最大限それは配慮して、残せるよ

うな工事をやってもらいたい。お願いします。

〇印出井環境まちづくり部長 大串委員、かねてから樹木に対してそういうご見識、ご意見は賜ってきたと

ころでございます。先ほど申し上げましたとおり、この沿道の整備というのは、道路整備からではなくて、

まちづくりからというような議論があったのかなと思います。まちづくりの構想の中で、にぎわいや、歩き

やすい、ウォーカブル、歩いて楽しいとか、そういった方向性の中でのまちづくりを目指す中で、道路整備

が検討されてきたというところです。

そういった中で、沿道整備協議会のご議論としては、大串委員のおっしゃるようなご指摘もごもっともだ

と思うんですけれども、現状の並木、樹木、大径木化樹木に対して、非常に「この沿道には滴さない」と
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か、 「イチョウを残すかと思うと、少しがっかりしている」ですとか、イチョウで、別の委員の発言を、同

じ委員の発言を繰り返し申し上げるとちょっと偏るので別の委員の発言を申し上げますと、 「イチョウで困

っている方が多い」と。 「ギンナンも落ちるし、うちが全部掃除している」とか「イチョウと落葉樹だけは

やめてほしい」とか、日々沿道で生活されている方々の課題感、それもあったのかなというふうに思ってい

ます。

そういったものを受け止めながら、今後の道路整備については、当然イチョウを残したり、あるいは道路

拡幅後にイチョウを新植したりという選択肢もあったのかなと思うんですけれども、やはりこのまちづくり

の考え方、道路整備の考え方としては、一定の街路樹の機能更新というところでまとまってきたところでご

ざいます。やっぱりその中で一番多かったのが、やっぱり既存の道路の中で、非常にイチョウが老朽化して

根上がりしているということに対しての、日々感じている課題感というのがあったのかなというように思い

ます。

一方で、大串委員がご指摘のように、残せるものについては移植も調査、検討したところで、今回のII期

工事の中で 2 本ほど別のところに移植が可能ではないかなというところで、今、検討、調整しているところ

でございますので、その辺りも含めてご理解を賜りたいというふうに思います。

0大串副委員長 意見を述べられましたけど、そういう意見があるんだったら、ガイドラインに最初からイ

チョウ並木を残すなんて書かれなかったはずですよ。沿道協議会の方がこのガイドラインの作成メンバーに

入っていると、最初に答えられたじゃないですか。その方々がいる中で、イチョウ並木をこの学術ゾーンは

残しますよと、残して整備しましょうよということがみんなで合意されたんですよ。変更されたのは僅か昨

年の 1 2 月でしょ。だから、今、そういう今意見が、こういう意見がありますと述べられても、全然説得性

がありませんよ。僕はそう思うよ。

だから、進め方、沿道の皆さんの合意の取り方、それから方針だよね、道路の、どう整備するのかという

方針も含めて、僕は区には、区のそういったあれはちょっと反省してもらいたいし、それから今後のことを

考えると、街路樹の保存と育成と、どうやっていくのかと大きな課題が残りましたよ。このままにすると、

千代田区の街路樹、何にもなくなっちゃう。 1 本もなくなる。それで、人優先の道路なんて、掛け声ばかり

で、きれいな道路を造ることばっかり。それじやあ、人優先の道路なんて造れませんよ。千代田区の行政の

姿勢がまさに問われていると僕は思うよ。この神田警察通りでその転換ができなければ、これはもう、ずっ

とできない、千代田区は。そのくらい僕は思うよ。よろしくお願いしますよ。

〇嶋崎委員長 ご意見を頂いたということで、執行機関は。

関連で、どうぞ。桜井委員。

0桜井委員 この件については、いろいろな意見がありました。 4 月、当時、私は委員長をしておりました

ので承知をしておりますけども、この 4 月 2 3 日のときも 5 月 1 7 日のときも、様々な意見があり、陳情も

ありました。今、大串副委員長がおっしゃるとおり、非常にそういう面での、どういうふうにこの整備を行

っていったらいいのか、また、その樹木の保存をどういうふうにしていったらいいのか。もういろいろな、

いろいろな課題があって、それで、そのときの陳「青の整理としてはですね、整理としては、この、先ほど課

長がおっしやったけども、その整備をするに当たってはきちっとした説明をしてくださいねというようなこ

とを条件として、それで今回この予算が上がってきたということです。その上げ方については、また、ちょ

っと別のところでまた議論するとしてね。

前回の中で、この樹木を切ろうと思ってこういう整備をしようと言っているわけじゃない。それはもう冒

頭、課長がおっしやっているように、やむを得ずそういうような、方法としてそういう一つの方法を取らざ

るを得ないんだという話だった。で、その背景には、一番肝腎なことは何かというと、沿道の住民の方た

ち、町会の方たち、そういう方たちが協議をして、こういう整備をしてほしいんだというようなものが上が

ってきて、それを受けた方法論として、その一つとしてこういうような形になったんだというところが、一

番大切なんですよ。あの中の項目には、自分の母親だったかな、車椅子で通りたかったんだけど、今の整備

では車椅子が通れない。危ないんだと。何とか安全に車椅子も一緒に通れるようにしてほしい。歩道、歩行

者も自転車も、また車も、みんなが安全に通れるようにしてほしいというような要望があって、そのために

はどうしたらいいんだというようなことから、今のイチョウの植栽では整備ができないという判断の中か
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ら、今回のこういうようなものが出てきたんだと。

だけど、これを住民の皆さんの中には、まだまだご理解を頂けない、いや、これは駄目だよというご意見

も当然あるでしょう。だから、一生懸命皆さんに汗をかいていただいて、説明をする。分かっていただくよ

うに、汗をかいて説明をするということだったんじゃないんですか。その一番大切なやっぱり地域の声が

ね、地域の声を基にそういうふうにしてきたんだということは、もっと大きな声で出していいんじゃない

の。

確かにいろいろな問題はありますよ、それによって。いろんなことはある。あるけども、やっばし千代田

区は、その地域の、地域の人たちの要望をどのようにかなえていくのかということは、これはやはり大切な

ことなんだと思いますけども。ここは大切なところなので、部長、ちょっと答えてください。

〇印出井環境まちづくり部長 桜井議長、ご指摘のとおりかなというふうに思っています。

0桜井委員委員。

〇印出井環境まちづくり部長 沿道整備協議会の中でも、先ほど各論の意見のご紹介を申し上げましたが、

整備の方向性について、沿道まちづくりカイドラインとは違う形での道路整備を望むことについてというの

は、沿道整備協議会の中ではほぼほぼ全会一致というような形で、ご意見としてまとめられたところでござ

います。その理由としては、個別に議長もご指摘いただきましたように、やはり神田警察通り、区間によっ

て広いところ狭いところありますけれども、かなり、お年寄りや、歩くのに不自由、あるいは車椅子の方々

にとっては課題が多いというような、そういった現実を日々感じていらっしゃる方の、協議会の委員の皆さ

んからの複数のご意見が寄せられ、それに対しての共感が広がった中で取りまとめられたところかなという

ように思っています。

ただ、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、沿道の方々には、ご指摘のとおり様々なご意見をお持ちの

方がいらっしゃいますので、その皆様の理解を求めるために、理解を頂くための努力がもし欠けていたと

—まあ、欠けていたからこういう状況になってくるんだろうなと思うんですけれども、今後そういったエ

事に向けて、工事内容の説明については、我々、あるいは沿道整備協議会で出てきたこういった集約につい

て、丁寧にご説明をさせていただきたいというふうに思います。それから、これまでのそういった合意形成

なり周知に課題があったということなんだろうなというふうに思いますので、その辺りも含めて見直してま

いりたいというふうに、ご指摘を踏まえて見直してまいりたいというふうに思っております。

0桜井委員 そうですよね。今、最後に部長がおっしやったように、説明、 1 人でも多くの方に分かってい

ただけるように努力をしなくちゃいけないんだということの考え方というのは、ぜひ、これからの中でも忘

れないでやっていただきたい。区民の理解が得られるように丁寧に進めることと。

そこで、今回この 4 月、 5 月の陳清審査から現在に至るまでの中で、十分なことができたのかどうかとい

うところについてですけども、確かにこの頃というのは、大変な豊延状態が続いていましたから、書面回し

で皆さんに合意を頂くというところについては、それは恐らく、どこも恐らくされていたんじゃないかなと

いうふうには思いますよ。思いますけども、やはりさつき大串副委員長がおっしやったように、こういう陳

情がやはり出てくる限りは、やはりこれでも、前回のときも一皮奥までご案内をしたとか、いろいろと努力

されていましたでしょ。そういうような気持ちで、やはり 1 人でも多くの方たちに分かるような、分かって

いただけるような、そういう説明というのはしていかないといけない。やり過ぎなんていうことはないんだ

から、やらなくちゃいけないんですよ、これは。幾ら、ここまでやりましたというような、そんな感じのも

のをちょっとさっき感じたけど、そんなことじゃ駄目なの。で、ホームページがまだ変わっていなかったな

んていうような、そんなことでは困るんですよ。

で、この、今、 II期目ですよね、これ。これはV期まであるんでしたつけ。どこまで、最後はどこのとこ

ろまでなんですか。

0須貝基盤整備計画担当課長 神田駅の中央通りまでという、そこが神田警察通りの終点ということでござ

います。
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0桜井委員 当然これは、今、 I 期目をやって、 II期目をやって、 V期目までの中でのその一つの道路の一

体感というのが当然求められてくる工事になってくるでしょうから、当然そこら辺のところも、全体像が分

かるような、この道を歩くとこんなすばらしいよというようなことが分かるような、やっぱりそういう整備

なり、そういう説明なりが求められてくるわけです。一回一回こういう形でやっていて、ひょっとしたら第

III期目は全然違っちゃったと。こういうことのないように、きちっとやはり全部の整備がどういうふうに

なるのかということが、後で区民の方たちが、やっぱしやってよかったねと思えるような、そういう整備を

区民の方にもしっかりと分かっていただく、お知らせするということが必要だと思うんです。そこら辺はど

のようにお考えですか。

0須貝基盤整備計画担当課長 これまでの議論の中で、この I 期はまた違う構造で整備がされたんですけど

も、 （発言する者あり） II期以降につきましては一体的になるような、その辺の、協議会の中でも一定の方

向性は出ております。今後それを皆様に、ほんと 1 人でも多くの方に分かってもらうために、どのような形

でお示しすることができるか考えてまいりたいと存じます。

0桜井委員 陳情についてはもうずっと続いている話ですから、ここまでにしますけども、今回、議案の中

で、遮熱性舗装が、道路のね、遮熱性舗装をすることになっていますでしよ。これは何年ぐらいもつものな

んですか。

0須貝基盤整備計画担当課長 ちょっと、すみません、こちらに、今手元にはないんですけども、色が薄く

なっても効果はあると。 1 0 年ぐらい効果はあるというところでございます。

0桜井委員 前に千鳥ヶ淵の沿道のところを整備するときに、同じような質問を道路公園課長にしたら、 1 

0 年と言っていました。今あそこを通ってみると、かなり剥げていますよね。道路、その塗装が剥げてい

る。触ってみると、確かに温度差があることは分かるんですけど、剥げているところはやっぱりそれなりの

温度ですよ。 1 0 年って、あれは 1 年しかたっていない。 1 年もたっていないよね。 1 0 年、大丈夫なんで

しょうかね。まあ、そこは信じるしかないんでしょ。ええ。そこは確認をしていただきたいと思いますけ

ど、議案に絡むところなので、ちょっとそこら辺はもう一度確認をしておきます。

0須貝基盤整備計画担当課長 工事が終わったところに関しては、その後の後追いの調査はしております。

今後もそれを確認しながら整備を進めてまいりたいと存じます。

0桜井委員はい。

〇嶋崎委員長はい。

ほかにありますか。

0木村委員 千代田区の道路整備方針、苦労してつくった方針ですよね。この方針の地域への意見聴取とい

うページ、 5 の 2 というところに、道路整備の進め方、地域への意見聴取という項目があります。そこでこ

う言っていますよ。歩道設置や拡幅などの実施に際しては、地域の方への影響が大きいことから、沿道に立

地する区民の皆様や日常的に多くの方が出入りする施設の管理者などの理解と協力を得ながら取り組んでい

くことが重要だと。沿道に立地する、まあ立地するという言い方もどうか分からない、要するに沿道の人た

ちの、住民や施設の管理者等の理解と協力を得ながら取り組んでいくことが重要だと。この方針は変わりま

したか。

0須貝基盤整備計画担当課長 この道路整備方針は平成 3 1 年 3 月に策定いたしました。それ以降、方針は

変わっておりません。
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0木村委員 要するに、沿道に立地する区民の皆様や日常的に多くの方が出入りする施設の菅理者などの理

解と協力を得ながら取り組んでいくと。じやあ、なぜ沿道住民の方からこういう陳I胄書が出てくるんでしょ

うね。あの陳情者のお話を間いたら、ほとんど沿道住民の方ですって。沿道住民か沿道でご商売されている

人。じやあ、この今回の道路整備方針は守らずに、沿道協議会の議論に基づいて進めてきたということです

ね。

〇須貝基盤整備計画担当課長 この神田警察通りの沿道整備協議会は、先ほども部長のほうから説明があり

ましたとおり、 1 0 年、設置されてから 1 0 年、 1 8 回にわたって協議をしてきたものでございます。この

内容につきましては、決して守っていないということではなくて、そのために様々な方法で意見を聞いて、

それで進めてきているというところでございます。

0木村委員 その沿道協議会には、文字どおり沿道にお住まいの方って、どのくらい、何人ぐらいいらっし

ゃるんですかね。

〇佐藤地域まちづくり課長 すみません。会社とビルをお持ちの方、あと直接住まわれているのが、 1 名は

間違いなく住まわれている方ですけども、あと沿道に建物をお持ちの方が数名いらっしゃるというところ

で、すみません、具体に何名というところまで、今、ちょっとデータを持っておりません。

〇印出井環境まちづくり部長 道路整備方針は皆さんお手元にないかと思うんですけれども、先ほど木村委

員のご指摘があったような、沿道の関係者の理解を得る。そのため沿道整備協議会を設置する、と。合意形

成を図る手法として沿道整備協議会を設置するということでございます。そして、下のほうの図のほうで、

沿道整備協議会の構成として、やはり沿道、地先の個々の多様な皆さんのご議論というようなことだけでは

なく、それも基本としながら、沿道まちづくりに関する、多角的、多面的、総合的なご意見を頂戴するとい

うことで、沿道町会、地域団体、沿道施設という形で構成をしているところでございます。そういった委員

会の意見を通じる中で、沿道の皆さんの理解を図っていきたいというふうに思っています。

で、今回ちょっとなかなか陳清者の分析ができていないんですけれども、もしそういったところで乖離

があるとすれば、先ほど来ご答弁申し上げているとおり、沿道整備協議会の在り方、連営と、地域沿道の実

態と、その中に考え方の違いがあったと。それが、合意形成の参画とか周知とかというのに課題があれば

今後見直してまいりたいというふうに思っています。

0木村委員 沿道推進協議会が 1 0 年間ですね、 1 0 年間議論して進めてきたと。で、一定の考え方を示

す。これは、別にこれでいいと思うんですよ。ただ、それを具体的に実践する上では、文字どおり沿道に住

んでいる人たち、ご商売されている方の意見を反映させながら、その方向性を肉づけしていく。一致できる

方向でまちづくりの方向性をまとめていくというのが行政の役割ですよ。明大通りの沿道協議会はそれでや

ったわけですよ。

だから、まちづくりというのはゼ□か 1 0 0 じゃないんですよ。みんなが納得できる内容をいかにまとめ

上げていくのか。これが行政の仕事だと。これを明大通り沿道協議会はやったんですよ。神田警察通りで

も、沿道の皆さんに 4,700 枚アンケートを配って、幅広く意見を聞いたと。その結果を踏まえて議論を

深めたと。

これは、今日、区長もいらっしゃるというので昨日作ったんだけれども。休みのときに出てきて。 （発言

する者あり）これは神田警察通りの整備に関する一ーちょっとちっちゃくてごめんなさいね。 （発言する者

あり）読みながら言います。警察通りのアンケートですよ。神田警察通りの街路樹についてどう考えるか。

6 8 3 人の方がお答えになって、 「今のままでいい」という方が 1 9 6 人ですよ。これ、ブルーの。それか

ら、 「植え替えを含め課題解決を」という方が 3 2 2 人。恐らくごれを行政は、区のほうは、植え替えを含

めて課題解決という方が多いから、このとおり進めていこうと判断されたと思うんですよ。ところが、課題

解決を含め、あ、 「植え替えを含めて課題解決を」という 3 2 0 人の方に、 「どういう街路樹の樹種がいい

ですか」と聞いているんですよ。そうすると、今度は47 人の方が、 「今と同じでいい」といって答えてい

るわけです。それから、 「新たな樹種に変えてほしい」という方、 1 5 3 人ですよ。
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つまり、問 8 と問 9 を総合的に見ると、 「今のままでいい」という方が圧倒的に多いんですよ。 243 人

で。で、 「新たな樹種」という方が 1 5 3 人。つまり、 「植え替えを含め課題解決を」という 3 2 0 人の方

のうち、一定数は「今のままでいい」と。ただ、根上がりだとかそういう課題は解決してほしいという方が

少なからず含まれていると、そういうことを示しているんですよ。

ですから、沿道の皆さんの意見を聞くということだったら、まず一番多かったのが、 「今の樹種でいい」

と、 「今のままでいい」という声が多数になっているんですよ。それぞれの丸をつけた上で意見があるけれ

ども、意見も拝見させていただいたけれども、やはり「今のままでいい」と、 「今の樹種でいい」という方

が少なからずいらっしゃいましたよ。

となると、これは、新たな樹種に植え替えありきで最初から結論が決まっていて、委員会のほうから沿道

のアンケートを取れと言われたものだからアンケートを取ったけれども、もうその前に、もう新たな樹種に

植え替えるというのは既定の事実だったんじやありませんか。

0須貝基盤整備計画担当課長 まず木村委員のご指摘の、このアンケート結果をもって街路樹を更新する、

と。それはそうではありません。このアンケート結果も基に、それと、これを基にまた協議会でもご意見を

頂きましたし、これ、今までの長い間での議論、それから専門家のご意見、それから前から申していますと

おり、道路整備に当たっては、そこに残してはできないというところと、総合的に勘案して、それは決定し

たものでございます。

このアンケートのこともご指摘されているんですけれども、この、先ほどの、 「今のままでいい」という

のは 1 9 6 名で、 「植え替えを含め課顆解決してほしい」というのが 3 2 2 名、その方の中の、 「樹種は今

のままでいい」というのが4 7 名で、 「新たな樹木」というのが 1 5 3 名。ですから、ちょっと計算の仕方

がよく分からないんですけれど。

0木村委員 だから、この 1 9 6 と 47 を足すわけです。そうすると、 「今の樹種でいい」となるじゃん。

〇須貝基盤整備計画担当課長 それでいきますと、 3 2 2 が「植え替えを含めて解決してほしい」と、 （発

言する者あり） 「新たな樹種に変えてほしい」と。何かその、よく。足すのが……

0木村委員 何を言っているの。 3 2 2 人の内訳よ、こっちは。

〇嶋崎委員長 ちょっと、ちょっと。ちょっと休憩します。

〇嶋崎委員長 再開します。

午後 3 時 2 8 分休憩

午後 3 時 2 9 分再開

じやあ、答弁から入ります。どうぞ。

〇須貝基盤整備計画担当課長 先ほどの、ちょっと皆さん資料はないんですけど、問 8 で、 3 2 2 名が「植

え替えを含めて課題解決をしてほしい」という結果です。その 3 2 2 名のうちのまた内訳で、どういう樹種

がいいかというところで、 「今のと同じ樹種がいい」というのが4 7 名いるということで、木村委員がおっ

しゃるのは、そのままでいいというのが足す二百何十名いると、そうおっしゃれているんですが、我々はこ

の 3 2 2 名が、その、植え替えた場合の同じ樹種がいいか、あるいは新たな樹種がいいかと、そういうとこ

ろで認識してございます。

〇嶋崎委員長木村委員。

0木村委員 これ、前回もやったのね。ただ、聞き方がちょっとなかなか難しいということがあって、 「無

回答」というのがやたら多かったんですよね。 3 分の 1 が無回答でしたから。 3 分の 1 以上が。まあ、聞き

方も悪かったんでしょう。ただ、いずれにしても、今の樹種に好感を持っている方が沿道の中では比較的多
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かったということは、このアンケートが示していると思うんです。

それからもう一つ、学識経験者の意見も聞いたと。これも委員会の集約の一つとして、ぜひ聞くようにと

いうことで 4 名の学識経験者から意見を聞かれたと。で、努力されたということは、これは認めます。

ちょっとこの間、資料を頂いて、ざっと拝見しました。それで、その意見の中で、専門家の方で、あ、こ

れか。うん。低木は ちょっとこれも、区長がいらっしゃるんで、用意していたんですけど、学識経験者

の意見として、低木はタマリュウよりジャノヒゲやリュウノヒゲがよいと、こういう意見があったと。で、

どういうものなのかなと思って、私、ネットで調べたんだけれども、タマリュウというのは草なんですよ。

それで、ジャノヒゲ、リュウノヒゲは同じなんです。呼び方が違うだけ。皆さん専門家だから、低木はタマ

リュウよりジャノヒゲやリュウノヒゲがよいなんて、言うはずないんですよ。 （発言する者あり）専門家で

すから。タマリュウっていうのは、これ、コリ科ジャノヒゲ属の多年草です。それからジャノヒゲと、こ

れ、括弧してリュウノヒゲとあるから、地方によって呼び方が違うんでしょう。全く同じものなわけです。

つまり、学識経験者から聞き取りをして、またご本人に確認するという作業を怠ったんじやありませんか。

（発言する者あり）

〇嶋崎委員長 はい。休憩します。

午後 3 時 3 3 分休憩

午後 3 時 44 分再開

〇岨崎委員長 委員会を再開します。

今、木村委員とのやり取りのところなんですけれども、執行機関のほうもテープもあるということなんだ

けれども、若干その言葉が、ちょっと今の活字でいくと、なかなかちょっと理解がしにくいところもあるん

で、そこのところのちょっと整理を 1 回したいと思うんで、答弁から入ります。

どうぞ。

〇須貝基盤整備計画担当課長 申し訳ございません。専門家の方と私たち聴取した職員、技術職員とコンサ

ルの中では、お互いに同じ認識でいたんですけども、この文字にしたときに、この「低木は」というところ

で、本来なら「低木よりは」と。さらにタマリュウよりはジャノヒゲやリュウノヒゲがよいということでし

た。そこは、これについては、本当に大変申し訳ございませんが、訂正をさせていただきたいと思っており

ます。

〇嶋崎委員長 いずれにしろ、ちょっと確認はしてね。確認しないと、ここで、言った、言わない、聞い

た、間かない、という話じゃなくて、きちっとテープもあると言っているんだから、確認はしてもらいたい

というふうに、私のほうから、委員長のほうから申し送ります。

続けて。はい、木村委員。

〇木村委員 それで、この陳情書のほう、陳情者の方が、事業に入る前にその話を聞いてくれというお話

が、陳情書の中で、直接意見を間く場を設けてくれという陳I青内容になっています。 「整備をする事業者を

決める前に、沿道住民や関心ある多くの人々の声を直接間く場を設けてください」と。これは、事業者が決

まっちゃえば、工事の内容の本当に理解、周知になっちゃうわけですよ。沿道住民の声を整備内容に反映す

るというふうにならないからね。ですから、事業者を決定する前に沿道住民や関心ある多くの人々の声を直

接聞く場を設けてくれと。こういった方が沿道住民の方から寄せられています。これは、沿道住民の方、文

字どおり沿道に住み、ご商売されている方の声を沿道整備に反映させていくというのは、これは今すぐにで

もやるべきじゃないでしょうかね。

なぜかというと、明大通りの沿道整備協議会では、皆さんが納得、合意できるような内容でしたから、ア

ダプト制への前向きな発言が結構多かったんですよ。沿道に住んでいる皆さんが日常的にお世話するんです

よ。掃除したりしてくれるんですよ。その人たちがもっと私たちの声を聞いてくれということで陳情書を出

されています。

となると、沿道にお住まいの方の意見を聞いて整備内容にできるだけ反映させていくというのは、これは

今後の街路樹の維持管理、道路整備方針ではアダプト制まで見据えていると思うんだけれども、そういう今
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後の維持管理を含めても有効になるんじゃないでしょうかね。これをやるんだからということで、何か強引

に押しつけるみたいな形になっちゃって、果たしていいんだろうかと。皆さん方の声を反映したまちづくり

にしたんだから、ぜひ皆さん今度一緒に維持管理にも協力してくださいというふうに、そういう言える関係

をつくっていく必要があるんじゃないでしょうか。そういった意味でも、沿道の皆さんの話を聞く場という

のは、これは、こう決まりましたからよろしく、じゃなくて、整備内容に反映させる、そういう立場からの

意見を聞く場というのを設定したらどうでしょうかね。

〇印出井環境まちづくり部長 木村委員からの、沿道整備への参画についてのお尋ねでございます。先ほど

来申し上げておりますように、ごの神田警察通りの整備については、やはり 1. 4キロの延長の中で、神田

エリアを東西に位置する区道として、まちづくりと一体となった道づくりの検討が必要だということで、 1 

0 か年にわたり、まさに沿道の、先ほど申し上げましたとおり、道路整備方針、その当時はできていません

けれども、道路整備方針と同様の、沿道町会、沿道商店会の方々の議論の積み重ねの中で、道路整備の方向

性がまとまってきたものでございます。

それで、先ほど申し上げましたとおり、 II期工事やIII期に向けた整備の方向性としましては、そういった

中では、大方、全会一致と言っていいほどの共通理解が図られているところでございます。しかしながら、

それをもうさらに地域にブレークダウンしたときに、具体の地先の方々の中でいろいろなご意見があるとい

うことについては、今回の陳清も含めて私たちも理解したところですけれども、そういった中で合意形成を

進めていく上で、今回の沿道整備協議会での合意形成、それからアンケートや専門家の意見ー一専門家につ

いては様々ご指摘がありましたけれども、それをさらに沿道整備協議会にフィードバックし、それから区民

代表である議会の陳情審査を通じた様々なご意見も賜った中で、今回、契約案件として上程させていただ＜

ところでございますので、その意思形成に何か大きな瑕疵があったとか問題があったとかということではな

いのかな。ただし、そういう人、方々の間の意思が、沿道整備協議会の方向性と、地先、地権者、関係者の

方々との間にあるとすれば、今後まちづくりと道づくりを考えていく中で、その課題解決に向けて検討プラ

ットフォームの在り方も含めて見直していかなきゃいけないかなというふうに思っております。

0木村委員 今後その在り方について見直していくというのは、神田警察通りのIII期工事から見直してい

くというごとではなくて、ほかの道路の整備のときにはやっていくということですか。

〇印出井環境まちづくり部長 道路整備については、その道路の規模だったり、まちづくりとの関係性、再

開発等の地域におけるまちづくりの機運とか、様々地域によって異なるのかなというふうに思っています。

その地域特性に応じた、地域特性に応じた形での検討の在り方もあるのかなと思います。ただ、ベースとし

ては、参画協働や道路整備方針ということになってくるんだろうとおります。

それから、明大通りの中でも、私、協議会の中で申し上げましたとおり、やはりこの 2 0 年間の中で、千

代田区の人口が侶増したということは、少なくとも人口構成が大きく変わっているだろうと。コミュニティ

も大きく変わっているだろうと。そうしたときに、いわゆるこの間に増えた、いわゆる子育て層ですとか、

あるいは単身者層ですとか、あるいは関係の事業者ですとかという形の中で、従来の沿道整備協議会の構成

の中で課題解決ができないとすれば、今回のIII期工事以降における構成の在り方、それからほかの地域に

おける道路整備の在り方についても、課題があるとすれば、その辺も含めて解決していかなきゃいけないだ

ろうなというふうに思います。

〇木村委員 ずっと代表質問から間いているんだけれども、なぜ沿道の住民の人たちが、話を聞いてくれと

言っているのに、間きますと言わないのかが不思議でしょうがないんです。既に沿道協議会で聞いています

と。沿追でアンケートをやりましたと。専門家の意見を聞きましたと、こればっかりなんですよ。

で、私もちょっと沿道の方、何人かお話を聞いたけれども、やはり自転車道を造るだとか拡幅工事がある

よという話は間いたけれども、街路樹についての話を間いていないという方はたくさんいらっしゃいまし

た。アンケートについても、答えたという方もいれば、アンケートをやったのを知らなかったという方もい

らっしゃいましたよ。まあ、確かに戻ってきたのが4,700 配って、八百幾つか。ですから、そういった

方もいらっしやったでしょう。時期もやっぱり年末でしたから、皆さん年末で忙しくてね、それどころじゃ

なかったということもあったのかもしれません。そういう経過もあるので、ここまで陳情者が言うには、本

htlos://www.citv.chivoda.tokvo.dbsr.io/index.oho/4008440 

319: 

320: 

321: 

322: 

48/67 



2023/11/14 11:09 令和 3 年企画総務委員会本文 12021-09-21 I 千代田区議会議事録

当にほとんどが沿道の人たちだと言っているわけですよ。その人たちが私たちの意見を聞いてくれと言って

いるのに、ずっと、間くと言わないのよね。聞きたくないんですか。区長が絶対聞くなと言っているわけじ

ゃないでしょう、区長が。だって、これまで聞いてきたと、やってきたと。アンケートもやったと。専門家

の意見も聞いたと。なぜ、その、何百人、何千人という方の意見をこれから聞けと言っているわけじゃない

わけですよ。沿道の人たち、しかも第II期工事のやり方をずっと続けるというわけでしょう。 I 期は違った

けれども、 II期から。そうすると、このII期工事が始まる前に、どれだけ沿道の人たちの理解を得られるの

か、納得、合意を得られるのかというのが大事になってくるわけです。 III期、 IV期、 V期の沿道の住民に

関しても、このまちづくりを押しつけることになるわけですよ。まさに、このII期工事が決まれば。非常に

怖いことだと思うんですよ。ここで判断を出すというのは、議会から。このII期工事のやり方を、 III期、 IV

期、 V期と貫きますと。で、沿道の人たちから私たちの意見を聞いてくれという陳情書が出てくると。とこ

ろが、区は、じやあ、陳情があったんで、沿道の人たちの声を聞きますと、まず、絶対言わないと。こうい

う中で、我々どういう判断をするのかね。非常に悩みますよ。なぜ、沿追の人たちの話を聞くと言えないん

ですか。

〇印出井環境まちづくり部長 実は、今般の陳清が出たときに、今後II期工事が具体に迫っておりましたの

で、陳情者についての情報共有ということを我々としても検討させていただきましたが、それはやはりある

種陳情者に対する圧力にもなりかねないということもありまして、そういったことについては見送った経緯

があります。

で、 II期工事については、そういう意味で、非常にこう、比較的街区が大きいところで、事業者中心のエ

リアになっておりますので、確かに、その中に陳清者がいらっしゃったら、かなり特定な形での説明になる

ということなので、私たちとしては、それは控えさせていただきながら、ホームページ上の情報提供という

ことに努めてまいりました。

それから、ご指摘のとおり、 III期以降については、もう少し街区構成も、神田駅に近づくに従って、街

区構成も変わってまいりますし、それこそ生活感の強い地権者、事業者の方々もいらっしゃるのかなという

ふうに思います。これまで、アンケートを取ってきたところですけれども、工事の遅れ等々もありまして、

アンケートを取った時点から、また時間も経過しておりますので、先ほど来申し上げておりますとおり、今

後の合意形成の在り方については、今、具体に何をどういう構成でということは申し上げませんけど、検討

のこのテーブルの在り方とか周知の在り方とかということについては、今回のご審議の様々なご指摘を踏ま

えて検討してまいりたいというふうに考えております。

〇嶋崎委員長 いいですか。

0木村委員 ちょっと確認でいいですか。

〇嶋崎委員長木村委員。

0木村委員 今、何ですか、そのIII期工事の在り方、整備の中で考えていくというふうに言われたんでし

たかね。いわゆる沿道住民の方の声の反映の仕方等、ちょっと確認させてください。

〇印出井環境まちづくり部長 沿道整備協議会の中では、 II期工事以降のおおむね駅に通じる今後の整備の

方向性というものについては、一定程度取りまとまっているところでございます。それを具現化する中で、

今回II期工事ということになるんですけれども、 III期工事に向けて、もう一段、 III期以降の在り方につい

てご意見を賜るような機会をつくっていきたいなと。ただし、全体の中で、工事に遅れがないとか、これま

で沿道整備協議会で 1 0 年にわたって頂いてきた様々なご要望を手戻りするような中身にならないような形

の中で、どういった整備が必要なのかについて、その周知とか意見を聞くような手法について検討していき

たいというふうに考えております。

0木村委員 う一ん。ちょっと、じやあ、一ついいですか。
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〇嶋崎委員長木村委員。

0木村委員 要するに沿道住民の声を間くのかどうかなんですよ。周知とか徹底とかというんじゃなくて

ね、整備に沿道住民の声を、整備に向けて沿道住民の声を聞くかどうかなんですよ。これ、協議会の町会長

さんたちが反対するわけないでしょ。

〇印出井環境まちづくり部長 先ほど来申し上げておりますように、沿道整備協議会における合意形成のプ

ロセスというような形で従前やっております。今後III期以降に向けては、そういったことを進めることに

ついて、沿道整備協議会の委員の皆様も、それに対して、何かこう、反対するようなこともないかと思うん

ですけれども、これまでの合意形成と違ったプロセスで進めるということになりますので、確認も経なが

ら、今後III期以降の沿道の方々の意見を聞く手法、それから、テーブルの在り方、従前から女性が入って

いないとかというご指摘もありますので、その辺も含めて、検討、研究させていただきたいと思います。

〇嶋崎委員長 いいですか。

小枝委員。

0小枝委員 今までやり取りされてきたとおりだと思います。大串委員も木村委員もおっしゃられたとおり

だと思うんですね。私も昨日、道を用事もあって通りましたんですが、錦町って、本当に今、何ですか、

サウナカフェみたいなのができたり、あのまちの、あの、何というか、中古のビルであるところを好んで、

何というか、リノベーションしてオープンするというようなことが結構出てきていますよね。つまり、ま

あ、青山、表参道じゃないけど、あっちにいたけどこっちのほうがいいという人もやっぱり出てきているわ

けですよ。で、いろんな課題があって、解決したほうがいいというふうな忠いと、このまちをもっと、住ん

でいた人、営業してきた人、大切に思う人たちの思いを、やっぱり併せて対話するという作業においては、

千代田区は非常にうまくいっていないというのが現実。というのは、もう、過去、明大通りでも、 I 期工事

をやってしまった後に住民からの声があり、結局あの小さくしてしまった植え枡は、専門家の先生方が入っ

て、結局大きなものに取り替えることになりましたよね。そういう一ーそれだってお金がかかるわけです

よ。で、もっと初めから対話をしていく。陳情があって、協議する場ができて、それで初めて、何というん

ですか、パースじゃなくて笠体的な模型。模型まで作ったんじゃなかったですかね、あれ、コンリルが。だ

から、みんな、ここをどかすとこうでと、ここには七五三太公園があって、ここには桜があるよねとか、分

かるような、これは、今のは神田詈察だけど、ここは学土会館があってこうだよねという、道並みがこう分

かるような協議の仕方を、せっかく町会長さんたちが集まっている中に、そういうものもつくってこなかっ

たし、今日出されている資料もそうなんだけれども、単に線と色だけで、今、もう、シミュレーションで、

動画で、ここの道を歩くとこんなふうに見えるというのができる時代なのに、そういう見えるプレゼンとい

うのを全然していないんですよね。だから、空論ばっかりになってしまって、みんなで本当は夢見る道づく

りのはずなのに、みんなで夢が見られない。多分区長だって、絵を見ていないですよ。見る素材が、だっ

て、私たちが見ているこれがほぼ全てだから。そういう中で住民の人たちによくなるんだと言っても、単

に、やっぱり切られる話になって、頑張って営業している人、住んでいる人は、多分絶望に。好きで移って

きた人は、もう、やっぱりここは駄目かねというふうになってしまったら、もう終わりなんですよ。

だから、言わんとするところは、これだけ 3 億 7, 0 0 0 万のお金を入れて、 V期のうちの I 、 II期です

よね。 I 期も反対があって、木を絶対に残せないと言ったのに、残った。みんなよくなった。車も突進して

こなくて、木があるとやっぱり安心だねというふうになっているわけですよ。そういうことを、 II期工事

の、今、この工事案件の中で議論することはいつもしんどいと思うんだけれども、しんどいけれども、これ

を賛否で分けてしまうのか、それともちゃんと説明のプレゼンのツールをつくって、こういう、神田駅に向

かって、こんなふうな道にしていきましょうよと、そういうふうな対話を、やっぱり分断じゃなくて対話を

していこうという姿勢にここで切り替わらないと、本当にもう変わらないなと思ってしまうんですよね。こ

れじやあ、これだけ会議を重ねてきて、もうお疲れと思うし、コロナだし、元気も出ないし。だけど、ここ

は一踏ん張り、やっぱりもうこれで目をつぶってやっちゃえじゃなくて、人がこれだけ寄ってきている、建

物もこれだけここに移ってきているんだから、やっぱり見えるシミュレーションツール、あるいは立体模型

httos://www.citv.chivoda.tokvo.dbsr.io/index.oho/4008440 

330: 

331: 

332: 

333: 

334: 

50/67 



2023/11/14 11:09 令和 3 年企画総務委員会本文 12021-09-21 I 千代田区議会議事録

を作る中で、 V期、神田駅までどんな道になるのか、どういうふうにしていきたいね、課題があるね、解決

していこうという話を、やっぱりここでやるのが筋だと思うんです。 III期からじゃないと思うんですよ

ね。いかがでしょうか。

〇印出井環境まちづくり部長 今、神田警察通り沿道整備協議会の委員の名簿を見ております。各委員の名

前を申し上げるということはいたしませんが、やはりこの、それぞれの町会の関係者の方、具体に地域で

様々な活動をされている、防災とかまちづくりとか福祉とかですね、そういう意味で、こういった皆さんの

ご意見を積み上げて、我々としては数次にわたる対話を続けて、今回の案としてお出ししているのかなとい

うふうに思っています。それを全く無視するということは、私としてはできません。

ただ、おっしゃるとおり、そういった地域のことを古くからよく知る、それこそ、これ、見ると、ほとん

ど、こう、かつて神田祭の木頭をやったような面々ですから、地域のことをよく知る人たちのそういうご議

論と、ご指摘のとおり、それ以外の沿道の方々との思いの乖離があるとすれば、それをできるだけ、おっし

ゃるとおり、対立にならないような形で進めていきたいと、検討を進めていきたいというふラに思います。

そういった中で、対話の手法とか、ツールですとか検討のスタイルですとか、やはりこう、明大通りにお

ける一つの事例を参考にしながら今後進めていきたいというふうに思っていますけれども、このII期工事に

ついては、これまでの積上げの中で整理をしてきたところでございます。評価はありますけれども、アンケ

ート等、有識者の意見を間いた中で、それをさらに沿道整備協議会でフィードバックしたということなの

で、これについては、基本的には進めさせていただきたいと。ただ、今後、工事の内容であったり、 III期

工事以降に向けた、様々な先ほど来ご答弁を申し上げているような取組については、前向きに検討してまい

りたいと思いますので、ぜひご理解を賜りたいというふうに思います。

〇嶋崎委員長 はい。よろしいですか。

0小枝委員はい。

〇嶋崎委員長 はい。

岩田委員。

0岩田委員 多分大串委員も木村委員も小枝委員も、先ほどからもう熱くおっしゃっていますけども、まず

アンケートの話ですよね。毎回毎回陳情が出て、で、区の説明を聞くと、いや、やってます、と。 1 0 0 メ

ートルぐらいの幅でずっと沿道をやっていますとか、まちの人たちの話を間いていますと言うけども、その

たびにこういうのが出るということは、結局は聞いていないんですよ。それは、我々が例えばね、ちょっ

と、例えが違うかもしれないけども、選挙のときに車で回りました。でもって、わあわあがなり立てていま

した。相手はマンションの 1 0 階ぐらいにいます。お宅の前を回りましたよと。いや、全然聞いていません

よ。いやいや回りましたよと、相手に届かなきや、全然意味がないじゃないですか、そんなのは。というこ

とですよ。 （発言する者あり）

でもね、これ、別に工事がどうのこうの、駄目と言っているわけじゃない。セミフラット、いいじゃない

ですか。視覚障害の方に対するこういうのもいいじゃないですか。でもね、例えば、ガイドラインで、景観

とか環境に配慮とか、地球温暖化の云々とか言ってね、この、さつきので言っていたのに、この大径木を百

何十本切る。申し訳ない、ちょっと言葉は悪いけど、ちゃんちゃらおかしいですよ。どこを見ているんだ

と。区長の本気度を、僕は本当に見たいんですよ。これは、僕、本会議場でも言いましたけど、そういうと

こなんですよ、区長の本気度というのは。

で、その大径木だって、何年、何十年かかるんですか、今みたいなそういう、立派なイチョウの木になる

には。で、それが、例えば台風だとかで、安心•安全が云々とか根上がりがと言うんだったら、それは植樹

枡が小さいからじゃないですか。植樹枡をそんなに小さくしないで、車道にでもちゃんと根を張らせるよう

にすれば、立派な、災害に強い木ができますよ。なぜやらないかといったら、それは恐らく何年後、何十年

後かに伐採を前提としているからそういうことになるんじゃないですかという話ですね。で、そういう木を
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切っちゃって、それで、何、遮熱舗装だなんていったって、焼け石に水なんですよ。

あとは、もう全部まとめて言いますけど、にぎわいの話も……

〇嶋崎委員長 質問してよ、質問を。質疑なんだよ。質疑してよ。

〇岩田委員 はい、はい。

で、にぎわいの話もね、桜でにぎわいみたいなような話も何かあったようですけども、じやあ、桜じゃな

いと駄目なんですかという話ですよ。で、イチョウはね、イチョウじゃ駄目なのと。例えば、青山の外苑前

のところなんか見てくださいよ。あのイチョウ並木だって、毎週土曜日なんて、もうたくさんの人がいます

よ。車を停めて、喫茶店で、カフェでお茶を飲んでとか。ああいうところだって、お客さんを呼べるんです

よ、にきわいはあるんですよ。そういうのをちょっと考えてやらないと、駄目じゃないですかね。桜だっ

て、何、イチョウは何か臭いとか言うけども、桜だって花びらは落ちるし、虫は多いし、大変なんですよ。

だから、そういうのもちゃんと考えてやっていただきたい。

まずは、その地元の方たちの話を聞いてください、この陳情書にあるように。それはお願いします。

〇喝崎委員長 さっきの答弁と違うんじゃな。

担当部長。

〇印出井環境まちづくり部長 桜にしたいと。したいというか、桜の方向で整備するというのをまとめたの

は、我々ではございません。詈察通り沿道推進協議会ですので、今の岩田委員のご指摘、桜じゃ駄目なんで

す、イチョウでどうですかということについては、今後、沿道整備協議会のほうにそういったご意見があっ

たということはお伝えをさせていただきたいと思いますけれども、この 1 0 年の積み重ねの中で、にぎわい

の創出、どうしても、こう、千代田区というと、千代田区の観光というと、千鳥ヶ淵とかそういった、桜の

季節における、皇居周辺がフィーチャーされる中で、神田駅から神保町への回遊軸をどう取るかというよう

なところについてのご議論もあった上で、そういうご提案なのかなというふうに思っているところです。最

終的にそういった形でのにきわいと桜ということについての選択の議論があったのは、我々ではなくて、

我々としては幾つかの選択肢を出しましたけれども、沿道整備協議会ですので、そういったことを踏まえた

ご指摘だということで今日は承って、今後の検討に向けた形で沿道整備協議会のほうにフィードバックして

いきたいというふうに思います。

〇嶋崎委員長岩田委員。

0岩田委員 今、今まで 1 0 年、こういう、積み上げてきたとおっしゃいますけども、これも、僕、本会議

で言いましたけども、今までずっとやってきたから、だからそのまま進むんじゃなくて、もう時代は変わっ

ているんだと。そういうのを考えて、もう、臨機応変にやらないと駄目なんじゃないんですかという話で

す。今まで 1 0 年積み上げてきたから、だからゴーじゃなくて、もう時代は変わっているんだから、じやあ

そこで止まるのか、引くのか、どうするのか、ちゃんと考えないと駄目なんじゃないんですかと言っている

んです。

〇印出井環境まちづくり部長 ご指摘は承りました。ある種、応変に扱ってきたので、先ほど大串委員から

厳しいご指摘を受けましたけども、イチョウではなくて桜になっていると。沿道整備ガイドラインのときに

はイチョウということもありましたけれども、様々、それはイチョウの、当然、十分な歩道幅員とかを取れ

るような、横浜の日本大通りみたいなところであればご指摘のような整備もできるのかなと思うんですけ

れども、なかなか神田警察通りのこれまでの道路事情から含めると、そういったご意見もございませんでし

た。ですので、ある意味、沿道整備協議会のガイドラインを見直すなど、その、地域の中では臨機応変な議

論が積み重ねられてきたのかなというふうに思っています。ただ、ただし、先ほど来ご答弁申し上げてい

る、今後、 III期以降に当たって、今回様々な、今回の委員会からご指摘を頂いたので、多角的な意見につ

いて耳を傾けるということについては、その手法も含めて検討してまいりたいと思います。
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〇嶋崎委員長小枝委員。

0小枝委員 ただいまの、すみません、関連させていただきますが、桜を加えていくということは、日本人

は桜が好きですから、誰もがやっぱり反対しないと思うんです。だけれども、それは加えることであって、

今あるものを切り取っていくということではないんだろうというか、それがだから、みんなで対応すること

によって、桜ゾーンを造っていくというんでは、桜通りだってあるし、桜はやっぱり、入れていくというこ

とはいいと思うんですね。ただ、それだけとんとんと冷た＜入れちゃうと、結局スルガダイニオイのあるよ

うな駿河台通りだって、別にそこににぎわいができているわけではない。やっぱり、これから、店がこう、

道路を使って営業するようになるわけですよ。そうすると、やっぱり木陰のカフェとか、木陰の、木と木の

間の座る場所とかいうのは、すごくやっぱりウォーカブル、心地よさを演出するということからすると、 3

億 7, 0 0 0 万入れる心意気があるのであれば、やっぱりその士木工事を、もっとみんなが同じ、悲しい思

いじゃなくて、プラスの希望を持てるものにさせるために対話が必須だろうということを申し上げたいんで

すね。

で、この都度都度の委員会の中でうまいサジェスチョンができていないかもしれないんですけれども、決

して邪魔をする話ではなくて、いい形に、希望を持ってやっていくためのやっぱりエネルギーについては、

あとお金の使い方については、何というか、出し惜しみをしてはならないだろうと。で、区長にとっては初

めての道路議案になるわけですから、それが、やっばり、責任はひとえにトップにありますので、そこのと

ころは、やっぱり区長も希望を持てる絵でなきゃいけない。で、それを区民と共に希望が語れるものでなけ

ればいけない。そして、命を大切にするものでなければいけない。この区役所の前は都道だから手が出ませ

んと言われたけれども、車を停めた木は、駄目だよと言われたけれども、まだ生きられるという街路樹判定

もありました。だから、やっぱり子どもたちへの教育という点でも、マイナス、切っていくんじゃなくて増

やしていく。そのために、ここ、広場もどんどん造って、博報堂も残して、ゾーンも造って、そういうふう

に歴史の文脈を残している芸術文化ゾーンで、行政も頑張ってやってきているわけだから、ここでつまずい

てほしくないし、つまずいたら、私たちまたコロナ対策じゃなくて、住民運動の旗振りになっちゃうので

ね・・・・・・

〇嶋崎委員長 いや、そんなことは間いていないんで、とにかく質疑してくださいよ。

0小枝委員 トップがそういうふうにやっていただけませんかということなんですよ。ぜひ、エネルギーの

出し方として。桜を、リセット桜にするんじゃなくて、桜をプラスするということです。分かりますか。

それと、さっきから言っているように、絵をつくる。絵をつくって、ちゃんとみんなに見せる。そして対

話をして変えていく。そして工事というふうにしないと、もう押しつけになっちゃうから。よろしくお願い

します。

〇嶋崎委員長 ちゃんと答えてくれよ。よろしくお願いされたって、困ることだって、あるんだろう。ちゃ

んと言ってくれよ。

0須貝基盤整備計画担当課長 委員長、基盤整備計画担当課長。

〇嶋崎委員長 はい。どうぞ。

0小枝委員 どうして、委員長がそういうことを言うんですか。

〇嶋崎委員長 何で。だって、いろんな意見があるんだよ。一方で、ね、どんどん進めてくださいという意

見だってあるわけだから。それを、俺は両方聞いているわけだから、どうなんだというふうに。おかしくな

いじゃん、全然。 （「それはそうだ」と呼ぶ者あり）何がおかしいんだよ。
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0小枝委員 だから、私は両方が対話してくださいと言っているんです。

〇嶋崎委員長 だから、俺は最後にまとめようと思っているけど、一方的に住民運動みたいな話をするから

おかしいでしょと、俺は言っているんだよ。ちゃんと両方の意見があるんだよ。

0小枝委員 これまでずっとそうだったから、言っているんですよ。

〇嶋崎委員長 そんなことないよ。それなりに、執行機関だって、ね、知恵を出してやっているんだから。

そこはちゃんと分かっていないと、受け止めるところは受け止める、言うべきところは言うという、めり張

りがあってやらなきや、委員会だからしょうがないだろうよ。そういう、俺は仕切りをしているんだよ。

答弁から。どうぞ。

0須貝基盤整備計画担当課長 小枝委員のご意見の、桜と今あるのを、イチョウを混ぜてというそのご意見

ですけれども、それは、まさにずっとお話ししているとおり、今ある街路樹、イチョウは、一緒には、その

場所にはいられないというところでご理解いただきたいと思います。

あと、パース等につきましては、ご指摘のとおり、今、実際に、神田駅までのパースというものがござい

ません。ですので、その辺は皆さんが夢を持てるようなパースをこれから作ってまいりたいと存じます。

あと、 何か・・・・・

〇嶋崎委員長 いいですか。

ちょっとこの先の判断に行く前に、私のほうからちょっと執行機関に対して物を申したいんですけれど

も、こうして何遍も何遍も、やっぱり陳清が出るというのは、これはやっぱりね、いかがなものかと思う

よ。せっかく前回ね、桜井委員長がきちっと整理をされて、それで委員会も一致をして、ちゃんと申し送り

をしたにもかかわらず、かかわらず、こうやってまた出てくるわけだから。

ただ、一方で、正式な場所は協議会だよね。そうだよね。で、そこの協議会の皆さんの意見というのは、

これは大事なことだよ。じゃなけりや、前へ進まないんだから。これ、一軒一軒、いかがでございますかっ

て、そんなことはできないわけだから。そこは、もうちょっと、さつき小枝さんが言ったように、対話、や

っぱりそうやって町会長さんとか、さつき印出井部長が言ったように、昔から、神田っ子の粋筋で、ずっと

神田が好きで、ここのまちに生まれ育った人ばっかりだと思うよ、多分、その協議会の人たちは。だった

ら、その神田っ子の心意気を見せてくださいよ。ね。そういう対話をしながら、地域の意見をその人たちが

聞いて、そこで協議会でいろんな議論をしてもらうということは大事なんじゃないの。じゃなけりや、一軒

一軒、いかがでございますかってことはできないんだから、だったら協議会は要らないよ。そうでしょう。

だから、そういうことをきちっと、執行機関としてはさ。恥ずかしい話だよ。何遍も何遍もこうやって出さ

れるのは。俺だって、やっぱり嫌だよ。まだやっていないのかって。だから、そこら辺は、今日はよーく、

いろんなご意見が出たんだから、それは一方の意見だけじゃないんだよ。当然、早くやってくれ、大丈夫だ

よ、任せておけと言う人だっているわけだから。両論あるんだから、そこはバランスよくやるのが、私、執

行機関の仕事だと思うよ。そこら辺は皆さんにちゃんと約束してくださいよ、委員の皆さんに。

部長。

〇印出井環境まちづくり部長 はい。環境まちづくり部長です。

今、委員長からのご指摘でございます。先ほど私もご答弁申し上げましたが、道路・公園整備、さらには

まちづくりの合意形成の中で、これまで進めてきた合意形成の手法にとどまらず、それを核としながら、ど

うやって幅広く多様な意見を間いていくか。具体的には東郷公園の整備等もあったのだろうなというふうに

思います。そういった事例も踏まえながら、我々としては、今後も広く意見を聞き、それをフィードバック

しながら、対話の下で道路整備、公園整備、まちづくりを進めていくように努めてまいりたいというふうに

思います。
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〇岨崎委員長 はい。

それと、さつき小枝さんが言っていたのかな、グランドデザインみたいな、最終的な、こんなふうになり

ますよというのをさ、見せてくださいよ。そうすると、またいろんな議論が深まるかもしれない。ここだ、

ここだと、断片的に見せられているから、せっかく社会実験をして、ね、自転車の社会実験をして、いろい

ろと今まで積み上げてきたんだから。で、まちづくりをしていくんだという面ではさ、そこはちゃんと見せ

てくださいよ

〇印出井環境まちづくり部長 今の委員長からのご指摘でございます。神田雪察通り、私も樋口区長就任し

て以来、やはり千代田区全域でウォーカブルなまちづくりを進める上での非常に象徴的な道路だろうという

ふうに思っています。ですので、今後、今、今回のご審議で頂いた参画手法の見直しと併せて、やはり沿道

整備まちづくりのガイドラインから道路整備、それから周辺でもまちづくりの機連が盛り上がっているとこ

ろがございますので、そういったところも含めて、将来像をご提示できるように、いわゆる道路、土木部隊

と都市づくり部隊が連携しながら、どういった形でお見せできるのかは検討してまいりたいというふうに思

います。

〇嶋崎委員長 はい。私は終わります。

ほかに質疑はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇嶋崎委員長 よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

〇嶋崎委員長 はい。それでは、まず、議案から確認していきたいと思いますけれども、議案に対する討論

はいかがいたしますか。

では、木村委員、どうぞ。

0木村委員 沿道整備に当たり、沿道に住む住民の意見を酌み取る努力が不十分と言わなければなりませ

ん。今後のアダプト制を見据えると、この状況でとても請け負う契約に入る前提が熟しているとは言えませ

ん。また、気候変動が深刻化しているときです。これは江戸川区で造園職として緑化事業に推進されてきた

元職員の方の言葉で、こういったことをおっしやっていました。 「重要なのは、人の命を守りつつ、いかに

緑を育てるかという姿勢であり、そのためには行政が努力すべきだ」と。こういう言葉でありました。

まちづくりはゼロか 1 0 0 ではありません。みんなが参加し、みんなが喜べる、そういうまちづくりを追

求していただくことを行政に強く求め、本議案には反対します。

〇嶋崎委員長 はい。

ほかに。大坂委員。

0大坂委員 議案第44 号について賛成の立場から、意見発表をいたします。

神田警察適りについては、神田警察通り沿道整備推進協議会において、 1 0 年余の長きにわたって幅広い

見地から検討し、議論が積み上げられ、整備案がまとめられたものであり、その決定は十分に重視しなけれ

ばならないものであります。

本整備工事については、車から人中心の道づくりを目指し、自転車走行空間を整備するだけでなく、歩追

拡幅やセミフラット化など、バリアフリー化をはじめとして、安全•安心な整備を目的とし、当該地域の課

題解決と魅力の創出に寄与するものと認識しています。

今後も引き続き事業の必要性や効果などについて丁寧に説明をし、理解を得られるよう努力することを求

め、本議案に賛成いたします。
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〇嶋崎委員長 はい。

ほかに。小枝委員。

0小枝委員 今日のこの議案については、賛成できません。一つは、やはり、街路樹というものが、人の命

を守ったり、いろいろな落下物やヒートアイランドを和らげたりという様々な機能があることを知っている

住民たちもあり、今、コロナの中で住み続けることが困難な中で、もう少し、今までの住民や新しいこの錦

町好き、神田好きの、好んで来てくださっている住民たちが共にこのまちをよくしようというふうに思える

合意点の中で、道路工事、土木工事、そして街路樹の整備を行っていくというのが、明日に向かうまちづく

りのエネルギーになると思うので、大変町会長の皆さんたちのご苦労には申し訳ありませんが、この点につ

いては、もう一声、対話のエネルギーを出していただきたい。それについては行政の皆さんにもやっていた

だきたい。で、それは、やった中で出されてくる契約議案でなければならないということから、私はこの議

案には賛成をいたしません。反対いたします。

〇嶋崎委員長 はい。

ほかに。副委員長。

0大串副委員長 極めてこの議案については、賛成することは非常に厳しい。僕は意見を述べたとおりです

よ。だけども、賛成せざるを、するとすればですね、条件がある。

自転車道整備のこの契約については賛成するとしても、樹木についてはぜひ考えていただきたい。もう、

この契約をしたら、もうそれで決まりですよというんではなくて、何とかこのイチョウの、そのII期工事区

間のイチョウを残しながら、このII期工事区間の整備、自転車道を造る整備をできないものか。僕は諦めて

いない。

これは、千葉大学名誉教授の藤井英二郎先生が述べています。 「現在、歩道の拡幅、段差解消や自転車レ

ーンの設置が進められています。自動車中心の道路から、歩行者が安心して通行できる道路への変化は歓迎

ですが、既存の街路樹を生かすように設計されない事例が多く見られます。樹木を残すことで幅員が一定に

ならなくても、通行する人が注意し、譲り合い、コミュニケーションが生まれて、心豊かな空間となるので

す。歩道や自転車レーンだけを見て、基準どおりに設計するのではなく、街路樹も人の生活も考えながら総

合的に計画、設計しなければ、真に競かな都市にはなりません」。こう述べております。全く同感ですよ。

ぜひ、千代田区としては、こういう姿勢を持ちながら、 II期工事以降の工事をしっかりと、またやってもら

いたいと、そういうふうに要望し、やむを得ずですけれども、賛成いたします。

〇嶋崎委員長 はい。

ほかにありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇嶋崎委負長 よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

〇嶋崎委員長 それでは、討論を終了いたします。

採決に入ります。

ただいまの出席者は全員です。議案第44 号、神田詈察通りII期自転車通行環境整備工事請負契約につい

て、賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

〇嶋崎委員長 大坂委員、永田委員、小林たかや委員、桜井議長、大串副委員長が賛成です。よって、賛成

多数によりまして、議案44 号は可決すべきものと決定をいたしました。

続いて、陳情の確認なんですけれども、取扱いをどうしましょうか。今の議案とも関わりますから、いろ

んなご意見が、私はちょっと、皆さんの今までのご議論を聞いている限りでは、やはり先般の前桜井委員長
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がおまとめを頂いたあそこのところの、まあ、これ、計画になっていますけれども、これは計画でなくなり

ますから、そこの文言を整理して、やはり執行機関には引き続ききちっと地域に入って、丁寧にも丁寧に話

を聞いて、そしてこれからのIII期に向けてですね、もちろんII期もいろいろとご意見もあるでしょうから、

そこも含めてやっていただくと。そして、陳情者には、今日の議事録を添えてお返しをするというところ

で、私から扱いを言うのはおかしいんですけれども、先般の桜井委員長のおまとめが、非常に皆さん共通を

していいだろうということでまとまったんで、いかがかと思うんですけれども、ご意見があればと思います

けれども。 （発言する者あり）よろしいですか。 （「はい」と呼ぶ者あり）はい。文言については、もちろ

ん調整しますけど。

木村委員。

0木村委員 今日は丁寧に対応していくということなので、それについてはそのとおりだと思うんです。た

だ、今回、いわゆる沿道住民の意見聴取という点で、その協議会の議論というのは、これは当然、ずっと 1

0 年ぐらいやってきたことなので、そのところを大事にするというのは当然だと思うんですよ。ただ、沿道

住民の方の意見をいかに反映させていくのか、取り入れていくのか、どうやって聞いていくのかという、そ

れについては、今後検討していくという、そういう答弁があったので、文言はともかくとして、それもちょ

っと若干簡略、簡単に触れていただけるといいかなと。そのお返しする中で。と思うんですけど。

〇嶋崎委員長 じやあ、どうしましょう。

ほかにありますか、何か。

ちょっと休憩します。

午後 4 時 3 0 分休憩

午後 4 時 3 6 分再開

〇嶋崎委員長 それでは、委員会を再開いたします。

陳情の取扱いでございますけれども、様々なご意見を議会としても頂いておりますし、前回も執行機関に

対しては、地域に入って丁寧に対応するようにということで、委員会としてまとまりました。しかしなが

ら、また沿道住民の方からの陳I胄も出たと、今回出たということなんで、ちょっとここのところは、前回の

まとめをベースにして、正副のほうで少し言葉を整理させていただいて、委員会として陳情者にお返しする

というので、今日のところは、ちょっと文言は預からせていただいて、後日調整をさせていただいて、お示

しをさせていただきたいと思いますけれども、当然議事録もつけてということになろうかと思いますけれど

も、それでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

〇嶋崎委員長 はい。ありがとうございました。

それでは、陳情審査まで、議案も含めて終了いたしましたので、ここで区長がご退席になりますから、暫

時休憩いたします。

〔区長退室〕

午後 4 時 3 8 分休憩

午後 4 時 3 8 分再開

〇嶋崎委員長 それでは、委員会を再開いたします。

3 番目の報告事項に入ります。政策経営部、 「総合行政システム」リプレース方針について、報告をお願

いします。

0加茂 I T推進課長委員長、 I T推進課長。

〇嶋崎委員長 はい。あの、凝縮して、しゃべってね。
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号）
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最終改正：令和 2年 10月 16 日 2千政総務発第202号

改正内容：令和2年 10月 16 日 2千政総務発第202号
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0千代田区附属機関等の設置及び運営並びに会議等の公開に関する基準

平成21年5月 29 日 21 千政総職発第177号

改正

令和2年10月 16 日 2千政総務発第202号

千代田区附属機関等の設置及び運営並びに会議等の公開に関する基準

（目的）

第 1 条この基準は、附属機関等の設置及び運営並びに会議等の公開に関し必要な事項を定めることにより、区民に対しその審

議状況を明らかにするとともに、公正透明で民主的な区政の運営に資することを目的とする。

（定義）
第 2条この基準において「附属機関」とは、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は

条例により設置されたものをいう。

2 この基準において「懇談会等」とは、区政に関する区民の意見反映等を目的とし、区規則、要網等に基づき設置されたもの（区

職員のみを構成員とし、専ら執行機関内部の意思形成過程に携わるもの及び区内部又は区と関係機関等との事務連絡を主

目的とする会合を除く。）をいう。

3 この基準において「附属機関等」とは、附属機関及び懇談会等をいう。

（附属機関の設置）

第 3条附属機関の設置は、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 行政の簡素化及び効率化並びに行政責任の明確化の見地から真に必要なものに限ること。

(2) 設置目的及び審議事項が、他の附属機関と重複しないものであること。

(3) 臨時的な附属機関については、設置期限を明示すること。

(4) 会議の開催方法（オンライン会譜の有無等）について、あらかじめ検討を加え、必要に応じて条例又は区規則で規定する

こと。

（懇談会等の設置）

第4条懇談会等の設置は、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 設置、運営等に係る定めは、区規則、要網等で規定することとし、臨時的なものである場合は、設置の期限を明示するこ

と。

(2) 設置目的及び協議事項が、附属機関又は他の懇談会等と重複しないものであることU
(3) 会議の開催方法（オンライン会譜、書面会躇の有無等）及び当該開催方法における謝礼の支払方法について、あらかじめ

検討を加え、必要に応じて区規則、要網等で規定すること。

（委員等の選任）

第 5条附属機関等の委員又は構成員（以下「委員等」という。）は、法令等の定めのあるものを除き、その設置の目的に応じて、
区民の幅広い意見及び専門的観点からの意見を反映させるとともに公正性の確保を図るため、次に掲げる基準により選任す

るものとする。
(1) 広く区民の意見を聴くため、広く各界各層及び幅広い年齢層の中から適切な人材を確保すること。

(2) 委員等の男女の構成比率は、一方が委員等の定数の40パーセント未満にならないよう努めること。

(3) 委員等は、原則として連続5任期を超えて在任しないものとすること。

(4) 同一人に複数の委員等の職が集中しないようにすること。

（附属機関等の見直し）
第 6条附属機関等の運営に当たっては、不断に活動実態を検証し、次のいずれかに該当する附属機関等（法令等により設置

義務があるものを除く。）は、廃止又は統合するなどの見直しを図るものとするU

(1) 活動が不活発なもの

(2) 所期の目的が達成されたもの
(3) 社会経済情勢等の変化により必要性が低下したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、行政の簡素化及び効率化の見地から廃止し、又は統合することが適当なもの

（会犠の公開の基準）

第 7 条附属機関等の会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 法令等の規定により会議が非公開とされている場合

(2) 当該会語が千代田区情報公開条例（平成i3年千代田区条例第2号）第7条第 1 項各号に規定する非公開情報（公益上特

に公開する必要があると認められるものを除く。以下同じ。）を含む内容について審識等を行う場合

(3) 前号に該当する場合を除くほか、当該会議を公開することにより、公在かつ円滑な審議等が著しく阻害され、会議の目的

が達成できなくなると認められる場合



（会議の公開・非公開の決定）

第 8条附属機関等の会謡を公開するかどうかは、前条に定める会議の公開の基準に基づき、当該附属機関等がその会證にお

いて決定する。
2 附属機関等は、会議の全部又は一部を公開しないことを決定した場合は、その理由を明らかにしなければならない。

（会議の公開の方法）

第 9条会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に対してこれを認めることにより行うものとする。

2 会議（オンライン会議を除く。）の傍聴を認める場合には、あらかじめ傍聴人の定員を定め、傍聴席として所定の場所を設ける

ものとする。

3 傍聴する上での注意事項その他会議の傍聴について必要な事項は、当該附属機関等の長が定めるものとする。

4 当該附属機関等の長は、傍聴人が注意事項を遵守せず会繕の進行上支障があると認めるときは傍聴を中止することができ

る。

（会譜開催予定の公表）

第t o条附属機関等の所管課等は、会議開催に当たっては、公開・非公開の別及び会議の開催方法にかかわらず原則として会

議開催の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した内容を区ホームページ等に掲載するものとする。ただし、会議を緊急に

開催する必要が生じたとき等事前公表が困難と認められるときは、この限りでない。

(1)会譜の名称

(2) 開催日時

(3) 開催場所。ただし、会議の開催方法がオンライン会議又は書面会議の場合は、その旨

(4) 議題

(5) 会譜の公開又は非公開の別（その別が未確定であるときは、非公開になることもあること。）

(6) 会議の全部又は一部を非公開とする場合においては、その理由

(7) 傍聴人の定員。ただし、会議の開催方法がオンライン会證の場合は、定員を定めたときに限る。

(8) 傍聴希望者が傍聴人の定員を超えた場合の処置。ただし、会謙の開催方法がオンライン会諸の場合は、定員を定めたと

きに限る。

(9) その他必要な事項

（適用除外）

第 11 条第7条から第9条までの規定及び前条第5号から第8号までの規定は、書面会證により会證を開催する場合には、適用

しない。

（会犠録の作成）

第 12条附属機関等の所管課等は、会議の公開・非公開の別及び会議の開催方法にかかわらず、会議終了後、速やかに会議

録を作成しなければならない。

2 会請録の作成に当たっては、逐語記録又は要点記録により調製する。

3 会請録の作成に当たっては、附属機関等又はその長の確飽を得るとともに、次条第 1 項ただし書の非公開情報の有無及びそ
れが有る場合の非公開理由について、あらかじめ意見を聴くものとする。

（会議録等の公開）

第 13条会議録及び会議で使用した資料（以下「会議録等」という。）は、公開するものとする。ただし、非公開とした会議の会議

録等のうち、会議終了後においても千代田区情報公開条例第7条第 1 項各号に規定する非公開情報に該当すると認められる

事項が記載された部分については、この限りでない。

2 前項の規定により会諾録を公開する場合は、前条第3項の規定により聴取した意見を尊重して行うものとする。
3 会議録等の公開は、区ホームページ又は区政情報コーナー若しくは所管課等の窓口での閲覧により行うものとする。

4 会議の録音データ等の電磁的記録については、その視聴を希望する者に対し、通常の執務時間の範囲内で相当な方法によ

り公開する。ただし、非公開の内容を含むものについては、この限りでない。

（特別の定めがある場合の取扱い）

第 14条会議及び会議録等の公開について法令又は条例若しくは規則等に特別の定めがあるときは、その定めるところによる。

（その他の会議の公開）

第 15条第2条第2項かっこ書きにより除外されている会議は、その設置根拠たる条例、区規則、要網等の趣旨目的に反しない

限り、会謙の公開に努め、また、千代田区情報公開条例の規定に従って会證録等を公開するものとする。



神田警察通り沿道整備推進協議会設立準備会

第 1 回神田警察通り沿道整備推進協議会 議事要旨
3
 

圃日時：平成 23 年 9 月 14 日（水） 14 : 00~15 : 15 

圃会場：千代田区役所 4 階研修室 A·B

圃出席者：

〔委員〕

◎●会長，亀0副会長

・◎委員，●●委員・鬱●委員・®◎委員，鬱®委員

®◎委員・◎®委員，●®委員・◎◎委員・・働委員

山口委員（まちづくり推進部長）

小山委員（道路公園課長）・坂田委員（景観・都市計画課長）

濱本委員（まちづくり推進部副参事）

〔委員代理〕

●◎氏（●●委員代理）

〔オブザーバー〕

警視庁神田警察署 高梨交通課長

〔事務局〕

神田地域まちづくり課 ·UR都市機構

神田警察通り沿道整備推進協議会設立準備会

1.開会

2. 議事
(1)神田警察通り推進協譜会について

資料 1 について事務局より説明

［事務局】

®平成 22 年 3 月から今年の 6 月にかけて開催した検討委員会では、神田警察通りの周辺地

域の活性化に向け、神田を取り巻く課題を整理するとともに、神田警察通りを車中心から

人中心の道として整備し神田の東西を貫く軸とすること。また、まちの活性化に向けて沿

道の道路ごとに特色のあるまちを造っていく、こういったまちの将来像を実現するため

の取組みをポイントとした整備構想をまとめてきた。今後、こうした構想を実現していく

ために、区として神田警察通りを地域活性化のための起爆剤の一つと捉え、整備の具体化

に向けた検討を協議会の中での議論を踏まえ行っていきたい。また、地域の賑わい創出の



ためには、沿道についても、賑わい組織を推進し、沿道の賑わい創出に向けた地域運営の

取組みなどソフト面につきましても今後検討していく必要がある。こうした具体的な取

組みを検討し推進していくための体制として、推進協議会を立ち上げ、道路整備や沿道整

備の方向性、さらにはエリアマネジメント等具体的な内容について協議していく旨、ご承

認いただしヽた。

(2) 神用驚察通り沿道まちづくり整備構想について

資料 2 - l について事務局より説明

(3) 協議会の設置及び会長、副会長の選出について

資料 3 - 1 について事務局より説明

※異議なし

会長、副会長の選任

〇会長： ◎0委員を選出

◎副会長：会長の指名により●●委員を選出

［会長］

●神田警察通り沿道まちづくり検討委員会では神田警察通りの将来ビジョンを議論してき

たが、あの方向で神田警察通りまちづくり沿道整備区域を整備していこうという、かなり

実際的は話に入っていくため、皆さんのご協力を得て期待される方向に進められるよう

にと思っている。

●神田警察通りそのものをどうこうしようというプロジェクトではなく、北は秋業原、御荼

ノ水、駿河台、南は大丸有、南西は皇居ということで、周りは現在繁栄している区域の中

で我々がこれからまちづくりを議論していこうとしている部分はちょうどその谷間のよ

うな形で落ち込んだ区域になっている。ここに警察通りというユニークな区道があり、こ

れを使ってまちづくりをやっていこうということり私の理解では道路を改造しようとい

うことではなくて、この道路を新しい機能の歩行者主体の道路にすることと併せて、周辺

街区を一体に捉えて、地域の再生や振興など様々なニーズを取り込んでいくこと。それで

昨年度一つのまちづくりの目標を作り、この目標を達成していくために、沿道の地元の方

や事業者、ここに新たな投資を考えている企業、そういった様々な主体が一体的に整備を

していく。道路の整備は行政の仕事だが、行政はただ歩行者空間を作って終わりではなく、

併せて警察通り全体のまちづくりを支援していく。皆さんだけでまちづくりをやるので

はなく、それを行政が道路空間の改造を含めて皆さんを支援しながらやっていこうとい

うこと。

●ものをつくって終わりということになるとまちとしてはその先の保障がないので、あわ
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せて、これだけ広大な新しいタイプの歩行者空間ができて、そこで色々なイベントとか人

を引き込んでいくソフト面が非常に重要。そのためには、地域の地元商店会や、それだけ

ではなくてNPO、ボランティアなどの組織を育てて活力を見出していくことが大事。せ

っかく隣に秋葉原があるためそういうところの経験を取り入れてやっていこうと。そう

いったやり方は、専門家の間ではエリアマネジメソトという言い方をしている。地域の皆

さんが主体となって、そこに企業やNPOやボランティアやそういう人たちが入って、ま

ちの活力を持続的に進めていくそういう方式だと考えていただきたい。

［副会長）

働ここは、昭和 46 年に幹線一方通行という大々的に打ち出したところで、今とはまるで違

ったある意味下町的な商店があったように思うが、今、改めて見ると違った角度で色々な

ことをやらなければいけないというそういうまちになっているだろう。委員長がおっし

やったようなことがこれからのまちづくりに非常に大事であると思っており、特に今回

の震災で、色々なことを考える前に、危機管理を踏まえたまちづくりが大切であるという

ことを再確認した。今までこういうことは役所オンリーでやってきたが、皆さんが主体と

なりエリアマネジメントを行い、いいまちをつくっていく。ある意味ここは日本の中心な

ので、いいモデルになったらいいのではないかと思っているため微力ではあるがお手伝

いしたい。

3. 閉会

第 1 回神田警察通り沿道整備推進協議会

1.開会

2. 疇

(1)神田警察通り沿道整備推進協議会の進め方について

資料 4 について事務局より説明

［事務局】

●協議会については、今後具体的な協議を行う必要がある。まず、一つ目として、神田警察

通りの整備につきまして具体的な検討をしていく必要がある。また、沿道については、賑

わい創出に向けた取組みを行っていく必要がある。差し当たって、大規模な更新の動きが

あり、神田警察通りのちょうど中間に位置する電気大学が来年の 3 月をもって北千住に
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移転する予定がある。また、その西側の神田錦町三丁目においても、博報堂の跡地の建替

えの動きといったものがある。このような建替えなどにつきましても、沿道の賑わい創出

に繋がるよう協議会の中で合意形成を諮りつつ、整備構想に沿った計画になるようやっ

ていきたいと考えている。

【まちづくり推進部長）

®会長からも冒頭の挨拶と同様に、道路は整備するだけではなく、道路整備は一つのツー）レ

だと思っている。ここの本来の目的は、沿道を含めた一体的なこのエリアを活力あるまち

にしていくために色々皆さんで知恵を出し合いながら、連携をしながら進めていくとい

うことが本来の姿だと思っている。そうした観点から、地域を支えていきたいと思ってい

る。これまで、この委員会は地域の方を主体としながら将来ビジョンに向けてご議論をい

ただいてきた。こういった大きなエリアで機能更新が行われるということになるので、整

備構想の将来像を実現していくためには、やはり、建替えを考えている事業者の方にも加

わってもらいながら、地域としていい開発にするため、まちの将来イメージを同じにして

取組んでいく必要がある。

®今回協議会が立ち上がったが、具体な意見交換も含めて、今後は事業者の方についてはオ

ブザーバーという形の参加が良いと思うがいかがかD

【事務局】

®資料 4 について、今後協議会では神田警察通りの整備、沿道の賑わい創出に向けた取組み

など具体的な協議が必要となってくるため、集中して議論していく必要があることから、

協議会の中にテーマ毎の部会を設置することを今回提案させていただく。

●沿道賑わい創出部会を設置し、沿道の賑わい創出に向けた取組みや先ほどご紹介した建

替えに関わる具体的な内容について検討を行っていきたいと考えている。また、道路整備

部会を立ち卜げ、荷捌きや駐車場の問題、樹植といった道路整備の実現に向けた内容につ

いて集中的な検討を行っていきたい。その他、必要に応じ部会を設置し、より効果的な形

で運営していきたいD

【会長］

●これから警察通り周辺区域のビジョンを具体的にやっていこうとすると、 1 番目には警

察通りの改造だが、まずこの区域の中に色々な事業の予定があり、当面、博報堂や東京電

気大学の跡地の開発の動きがある。これ以外に、かつて大林組の本社があったわけで、眠

っている土地があると思う。この構想が信頼性を得られれば、隣に大手町、秋築原、御荼

ノ水があり、皇居の脇で、こんなすばらしい立地はない。今のままで、あそこにビルがポ

ツンポッンと建っておしまいということはないはずである。それがこの協議会の一番重

要な役割で、このまちが変わっていこうとするときにどういうまちを目指すのか、都心の
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古くから歴史のある一等地である場所をどう地域の希望を含めて変えていこうとするの

か、そういう全体の仕組みを考えていくべきだろう。

◎個別には、事業に伴うようなものは、これからの予定がはっきりしていく。神田警察通り

の整備予定時期や、そのためにクリアしなければならない課題がたくさんあるので、どの

くらい時間をかけてやるのか、スケジュール感を次回くらいに出していただいて、その中

で順次対応していく。

◎この地域の有りようの議論は前回まであったが、これからは、もう少し専門的に賑わい空

間を創出するための手法や、秋葉原の事例を活用できるかどうかなど専門的に考える場

が必要である。道路についても、方向性だけで行政的にはできないので、中身をつめてい

かないといけない。それ以外にも、学士会館などの文化交流・歴史的な施設があるが当然

残していかなければいけない。残していく際には新しく変わる部分と調和なりをとって

いかなければならず、これも専門的な話になる。

●専門的なことを部会という形で詰めてもらい、ある程度の段階で協議会に上げてもらう

ような形で部会と協議会を連動させるような形がいいのではないか。そうするとすでに

地域で開発に関わられる方をどこかで参加させなければならない。そのため、協議会で参

加していただくか、協議会はオブザーバーという形で参加していただいて、部会ではっき

りと意見を言っていただいたほうがいいのか。私は後者の方がやりやすいのかと思う。

［委員）

●今後の概略の構成計画があれば、どんな形で進めていくのか、いつまでにどうこうという

スケジュールがあるのであれば、教えてほしい。

［事務局】

・今後の具体的な動きについては、まず警察通りの整備といった内容が一番大きな論点と

してあるが、今年度については、具体的な協議を行っていく際の図面作成等の準備を行っ

ていきたい。道路の本格的な検討については、 24 年度には悲本計画の方向性にもってい

きたいと考えている。また、実際設計に入るために、駐車レーンの廃止に伴って、荷捌き

の問題や、樹種の選定など具体的な課題を整理しなければいけないため、 24 年度以降、

基本計画に入り次第協識会の中で意見を頂戴できればと思っている。 24 年度、基本計画

を行った後、実施設計・工事といった流れになるが、工事については、延長 1.2km と長

い区間になるため、事務局としては、大体 5 期くらいに分けてやるような形で考えている。

［事務局】

●道路以外の部分としてスケジュールは流動的だが、博報堂については、早ければ来年の夏

以降に解体といった方向になると聞いている。電気大跡地については、今年、跡地につい

て売買契約がなされたばかりと伺っている。詳細については未定の状況。
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［会長］

●道路の話があったがこのペースでやった方がいいのか、周りとの関係も含めてもっと急

いだ方がいいのか、これは協議会から強く発言した方がいいのではないか。行政は予算と

の関係で 5 段階に分けるという話だが、やるなら一気にやってもらった方が良い。

◎再開発の完成に併せて道路部分も整備されることで地域の活性化が期待できる。そのた

め、それぞれのペースでやるのではなく、むしろ我々が特に賑わい等を狙い位にスケジュ

ールを希望していったほうがよい。

．この区域が大体できあがるときに、このまま落ち込んだ状態でいいのかどうかといった

部分も含めた議論を協議会でした方がいい。スケジュールの目標を共有できれば事業者

もそれに合わせて協力できることは協力できると思う。

［まちづくり推進部長）

◎早期実現というのが一番望ましい。ただ、あまり非現実的なスケジュール感をおくのも難

しい点であり、事務局と会長から意見を踏まえて、大雑把なっかみを皆で共有しながら、

目標に向かってそれぞれの役割の中でどういうふうにしていくのか。また、神田駅につい

ても、駅舎の改良という形で数年後に完成し、神田駅の近くでは電線類地中化事業も進ん

でいる。警察通り・神田駅を含みながら色々なところでまちの動きが出ているため、やは

りこの協議会の全体像みたいなものがある程度認識されながら議論していくと、また諮

論が効果的になっていくため、できうる限り整理し次回の協識会でご説明させていただ

［委員】

◎神田警察通りをすごく綺麗にしたいが、予算がどのくらいあるのか。多町大通りのときは、

1 年ごとに予算を組まなくてはいけないということがあったため、どんどん過ぎてしま

う。

［まちづくり推進部長］

0単年度で集中的につくわけではないため、それを計画的に年度毎に措置してもらうよう

な折衝を財政課と協議しながらやらなくてはいけない。その前に執行本部会議という中

でしっかり方向性を示し、庁内でオーソライズしながら各予算になる｝こめ、次は議決をも
らって進めていくという流れになる。

●さらに、慨算も含めて国の補助を活用できるかどうかなど、あらゆる視点で考えていく必

要がある。道路整備の仕様に係る費用も精査が必要になるが、いずれにしても単年度で考

えていくのではなく、全体の計画を考慮し計画的に単年度でかかる費用を立てていく必

要は間違いなくある。
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［委員】

●年度が変わると、予算が変わってくる。そうすると工程がどんどん延びてしまう。多町大

通りをやるときに、非常に骨を折った。

［まちづくり推進部長］

●役所の仕組みとしては、単 1 年度といって 1 年間で予算を組むが、何年もかかるような事

業の場合は、計画的に 3 年、 4 年掛かりますということで、それの財源を担保する。それ

を 3 年、 4 年の間に執行していくということで、債務負担行為という議決をもって、多年

度に渡る費用を担保することになる。そして、各年度でこれに基づきいくらずつ使うかと

いう計画を立てるというのが、複数年度に係る計画事業の場合の仕組みである。

［会長］

●いずれにしても、そのような問題を回避するようなことを部会で見通しを立てていかな

ければいけない。

【委員】

◎構成メンバーの中に、近隣で活動される企業にも是非とも参加してもらいたいと。 3 月 11

日の際に、全く開放しなかった大丸有のビルがあるという話を聞いている。そういうこと

を含めて出来た後どう活用させていくかを企業の人たちとも意見を分かち合うというこ

とが絶対必要だと思う。

［委員】

◎空地を広くとれる学士会館の裏や、電機大学の跡、博報堂の跡のような高層ビルはいいが、

東側のビルは建物を壊し、空地をとりながら高層ビルを建てるわけにはいかない。そうし

た場合に高いビルや低いビルが、ばらばらにできる心配がある。

［まちづくり推進部長】

鬱それぞれの敷地によって建つ規模が変わってくるため、基本的に神田警察通りのイメー

ジというものがラインとして出てくるというのが一般的である。しかし、大きい敷地の場

合は、構想にもあるように大規模な敷地でないと実現できないような空間、空地を取り込

んでもらえるような流れになっていくと思う。従って、一般的には大体同じような形や高

さの街並みができ、ポイントのところには一定の空間や、防災の拠点、にぎわいを醸し出

す拠点になったりするようなところが考えられる。

【副会長］
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・歩道を広げるというのは交通を制限するということになるため、検証が必要。まちの機能

として交通というのはかなり大事な機能であり、どういうバランスをとっていくかとい

うのを、例えば具（本的なデークの収集や検証、あるいは自転車や荷捌きがどのような形態

になるのか、そういうイメージを作って委員の方々に検討いただくということが必要で

ある。

【委員】

◎神田駅周辺のまちづくりの方も 5 年間出席しているが、今の段階で揉めて仕切り直しと

受け止めた方がかなりいた。警察通りについては、最初に道路ありきから始めたい。多町

大通りは平成 22 年度には整備が終わっていたはずが、どんどん遅れてきた。協議会を開

いて色々な話をしたが、結局まとまりがなく先送りになった。道路は一番お金がかかると

ころなので、その計画がしっかり出来上がらないと先に進まない。

［委員】

鬱やはりまちづくりを誘導したり、動かすためのプロジェクトとして進めていかないと、道

路は道路で行政、まちの方はそれぞれバラバラとなってしまっては、周辺の地域とは格差

があり続ける。そこは、一つのイメージがあって、盛り上がらなければならない。

◎そういう意味では、神田警察通りではなく、「神田さくら通り」にして皇居の方からさく

ら通りに人が流れたらこれは大変なパワーになる。

［委員】

◎神田駅の周辺は歩道が狭いため車椅子が通れない C だからまずは歩道を広げてくれとい

う要望については、構想で車を優先しないということになったため、ある程度我々の考え

ていることは通った。警察通りが神田駅のガードに向かって 4 車線で勢いよく来るが、神

田駅の信号のところは、ガードがあり 2 車線しか真っ直ぐいけないため非常に危ない。そ

ういうことを含めて、車を優先しないということになり非常にありがたいが、まず歩道を

綺麗にしてもらうことと、人が歩けるような歩道にしてもらいたいというのが我々の願

い。区役所の方で、これからのことを考えてほしい。

0神田保健所の跡地はどうなるのか。

【まちづくり推進部長】

●神田保健所のほかに区の中には未利用地というのがあり、活用を図っていこうというこ

とを考えているが、明確に何に変わっていくかについては、現在方向性を出していない。

【委員】

●学士会館はあのまま残してもらいたい。神田保健所の跡地はこの企画の我々はメインに
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したいと思っている。それがどうなるか分からないと、手のつけようがない。あそこを有

効に使ってこの神田警察通りが綺麗になった際はメインになってもらいたいと思ってい

る。

［委員】

●甚本計画を早くしないと電機大学の跡地や博報堂の跡地は現実に工事が始まってしまう

ため計画が反映されなくなってしまうのではないか。悲本計画に沿った建築ができるよ

うに出来るだけ早く構想を策定し、これに沿ってご協力願いたいというような形にしな

いと間に合わないのではないか。

【会長】

®甚本計画としては既に整備構想が策定されているが、まだ細かいことまで吟味されてい

ない部分もある。開発事業者のスケジュールもあり、個別対応になってくると思う。そう

はいっても、ばらばらにならないよう、まち全体の将来像を視野につつ、昨年度の構想を

さらに発展させて再度見直していくことも考えていく必要がある c

［まちづくり推進部長】

●協議会のオブザーバーとして、沿道企業にも参加してもらえるよう調整する D それが昨年

の構想をより具体的なものにしていくために必要だと考えている。

【会長】

®再度確認しておきたいことは、資料 4 に示した協謡会の他に部会を 2 つ、ないし必要に

応じてもう 1 つ設置したい。専門的な分析、交通関係についてのデータ分析、周辺の動き

も調査しないといけない。そういう客観的な資料の確認も含め、企画的な提案を検討する

場として部会を組織する。

3 、その他

意見なし

4. 閉会

【事務局）

●次回協議会の予定としては、できれば 10 月頃に第 2 回の開催をさせていただきたい。内

容は、神田警察通りの整備の取り組み方と博報堂の建て替えの動き等を予定している。
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神田警察通り沿道整備推進協議会設置要綱（平成 23年 9 月 7 日 23 千ま神地発第31 号）

最終改正：令和2年4 月 1 日 2干環地ま発第59号

改正内容：令和2年4月 1 日 2干環地ま発第59号

0神田警察通り沿道整備推進協議会設置要綱

改正

平成27年4月 1 日 27千環神地発第84号

平成30年3 月 30 日 29干環神地発第84号

令和2年4月 1 日 2干環地ま発第59号

神田菩察通り沿道整備推進協議会設置要網

（趣旨）

平成23年9 月 7 日 23干ま神地発第31号

第 1 条この要綱は、神田警察通り沿道整備推進協議会（以下「協議会」という。）の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

（設置）

第 2条神田警察通り及びその沿道地域の魅力を高め、まちの賑わいを創出するために策定した「神田警察通り沿道まちづくり整備構想」の実

現に向けて、具体的な取組み等について協請するため、協謙会を設置する。

（協譜事項）

第 3条協譜会は、次の事項について協譜する。

(1) 神田警察通りの道路整備等に関すること。

(2) 神田警察通り沿道のまちづくり等に関すること。

(3) その他、協謙会が必要と認めること。

（構成）

第 4 条協議会は、千代田区長が委嘱し、又は任命する別表に掲げる者をもって構成する。

2 前項の委員の任期は、前条の協議事項の協議が終了する日までとする。
（会長及び副会長）

第 5条協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により、副会長は、会長の指名により選任するc

3 会長は、協議会を代表し、会務を統括するn

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（会請）

第 6条協議会は、会長が招集する。

（関係者の出席）

第 7条会長は、必要があると認めるときは委員以外の者に対して、協諸会への出席を求めることができる。

（部会の設置）

第 8条協譜会の下部組織として、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、委員のうちから会長が協議会の意見を聴いて指名する者で構成する。

3 前項に掲げる者のほか、部会は、委員以外の者を部会員として加えることができる。

4 部会についての詳細は、別途定める。

（庶務）

第 9 条協謙会の庶務は、環境まちづくり部地域まちづくり課において処理するものとする。

（その他）
第 10条この要絹に定めるもののほか、協犠会の運営等必要な事項については、会長が別に定める。



第 19 回神田警察通り沿道整備推進協議会議事要旨 4
 111 日時：令和 4 年 1 月 28 日（金） 14: 35~16 : 05 

111会場：千代田区役所 8 階第 1 • 2 委員会室

■出席者：

〔委員〕

●●会長・●●副会長

●●委員・●●委員・●●委員・●●委員

●●委員・●●委員・●●委員・●●委員・●●委員

印出井委員（環境まちづくり部長）・加島委員（まちづくり担当部長）

須貝委員（基盤整備計画担当課長）・谷田部委員（道路公園課長）

前田委員（景観・都市計画課長） •佐藤委員（地域まちづくり課長）

〔委員代理〕

●●氏（●●委員代理）・●●氏（●●委員代理）

〔神田警察通りの街路樹を守る会〕

●●氏・●●氏・●●氏・●●氏・●●氏・●●●氏

〔オブザーバー〕

警視庁神田警察署 門向交通課長

神保町出張所武笠所長

神田公園出張所齊藤所長

神原神田地域まちづくり担当課長

早川麹町地域まちづくり担当課長

〔事務局〕

地域まちづくり課 •UR都市機構

1.開会

●昨年末、神田警察通りの街路樹を守る会（以下、守る会という。）から神田警察通り沿道

整備推進協議会（以下、協議会という。）へ神田警察通りの整備において、街路樹の伐採

をやめるよう求める要望書を受け、区長より協議会で守る会から意見を伺うように話が

あり、本日の協議会では守る会の方々から意見を伺う旨を説明。

●委員及びオブザーバーの交代について紹介。

・委員：環境まちづくり部長 印出井

・委員：景観・都市計画課長 前田

・オブザーバー：警視庁神田警察署交通課長 門向氏

・オブザーバー：神田公園出張所 齊藤
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2. 議事

(1) 前回協議会（書面開催）に係るご意見のまとめについて

第 18 回神田警察通り沿道整備推進協議会（書面開催）に係るご意見のまとめ量日]|につ
いて事務局より説明。

(2) 神田警察通り沿道のまちづくりについて

神田警察通り沿道のまちづくり履五：について事務局より説明。
【事務局】

●神田警察通りをまちづくりの軸とした活カ・賑わいの再生を図るため平成 22 年より神田

警察通りを中心としたまちづくりについて地域の方々との検討を重ね、「神田警察通り沿

道まちづくり整備構想」（以下、「整備構想」という。）や「神田警察通り沿道賑わいガイ

ドライン」（以下、「ガイドライン」という。）を策定し、神田警察通りのシンボルロード

としての再整備や沿道の魅力向上につながるまちづくりに取り組んでいる。

●これまでの検討体制について。

平成 22 年 3 月に神田警察通り沿道まちづくり検討委員会を設置し、神田警察通り及びそ

の沿道地域での、街路の骨格・賑わいの仕組みづくりの具体的な検討を行い、平成 23 年

6 月に「整備構想」を策定した。また当委員会を発展させ、平成 23 年 9 月に協議会を設

立し、「整備構想Jの実現に向けて具体的な取組み等について協議を行い、平成 25 年 3 月

には、「ガイドライン」を策定した。

●「整備構想」の概要について。

「整備構想Jでは「つなぐまち神田」を目標に掲げ、まちの日指すべき将来イメージとし

て、神田警察通りの整備をきっかけに魅力のあるまちに変えることで、働く人・住む人を

増やし、内側から活力を取り戻すとともに、まちの外側から人を呼び込み、まちのに賑わ

い・活性化を図ることを定めた。また、地域の特色を活かしながら、地域の発展、賑わい

に繋がっていくようなまちづくりを日指すため、「歴史・学術ゾーン」、「文化・交流ゾー

ン」、「食・賑わいゾーン」と 3 つのゾーンに分けて、地域の特色と役割、そして目指すべ

き将来像を定めた。

●「ガイドライン」の概要について。

「ガイドライン」では「整備構想」を踏まえ「つなぐまち神田」を目標に掲げ、 5 つのま

ちづくりの方針を定めた。その中の 1 つである道路整備について、神田警察通りを自動車

中心から人と賑わい中心の道路へと転換していく、質の高いまちの骨格をつくる、という

ことをまちづくりの方針として定めた。

●道路整備の考え方について。

道路整備の考え方として、「整備構想」では、車中心から人中心の道路とする整備方針を

掲げ、まちのシンボルとなるみどり豊かな並木道の整備、歩車道を分離し、ゆとりある歩
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行者空間の整備及び自転車道の整備を目指す。「ガイドライン」では、自動車中心から人

と賑わい中心の道路へと転換を図るため、みどり豊かで、歩行者や自転車等が安全に居心

地よく移動できる環境の整備や、まちを彩る地域活動や文化が花咲く舞台としての通り

の活用が定められ、ハード整備だけではなくソフト的な活用についても触れている。

●沿道の取組みについて。

「整備方針」、「ガイドライン」及び協議会で検討してきたことを踏まえて、沿道ではテラ

ススクエアや神田スクエアといったハード整備がなされ、地域に不足する広場の整備や

歴史を継承する建物の整備、また人々の交流を促す生活利便施設の整備が行われてきた。

また、ソフト的な対応として、「ガイドライン」の実現及び賑わいづくりを目的に「神田

警察通り賑わい社会実験 2017」を開催し、住民、町会、企業、及び子どもも参加した地

域一体となったイベントを行ってきた。

【委員］

●沿道の取組みとして、 2010 年に自転車道の社会実験が行われた。神田公園地区がまとま

ってこの社会実験に協力した。開会にあたり当時の連合町会長から「自転車は車から見る

と弱者かもしれないけど、人から見ると強者であり、狭い歩道に自転車と歩行者が一緒と

いうのは、いかがなものか。区分して通れる良い道をつくっていただきたい。」との言葉

があった。この取組みは「大好き神田」のホームページで見られる旨申し添える。

(3) 神田警察通りの道路整備について

【会長】

●守る会から私宛に要望書をいただいており、本日守る会及び委員からそれぞれ意見を伺

゜

ぶ
ノ

【守る会】

●区長と面会し、神田警察通りの街路樹を伐採しないでほしい、拡大協議会を開催してほし

いという要望を伝えたところ、協議会で議論してほしいと言われたため本日出席した。

●昨年 10 月末に伐採計画を初めて知り、 12 月 5 日と 1 月 8 日の 2 回、区に説明会を要請

した。

●30 年ほど前、錦町に神田保健所が建設される際、地元住民と十分に話し合いがされず、

住民間にしこりが残り、町会が 2 つに分かれてしまった。このように区の企画する事業で

住民同士の関係が悪くなってしまうのは、まずいと思う。

• I 期工事で街路樹を残したまま道路整備ができたので、 II 期工事でも残せるのではない

か。道路整備は進めてもらって構わない。

【守る会］
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• I 期区間の整備は、イチョウを残しながら道路の安全を考えた画期的な構造で称賛され

ている。

● II 期区間の 32 本のイチョウはすべて健全。 1 本も不健康な「 C判定」はない。老木でも

ない。イチョウの寿命は数 100 年とも 1,000 年とも言われるが、ここは数十年しか経っ

ていない。

●樹木の倒木の原因はほとんど管理の不備である。また、新しい樹木に植え替えた場合、根

が活着するまでに倒木の危険がある。

●イチョウは燃えにくく防火機能が高いため、震災復興で新しい道路に植えられたと言わ

れている。

● 11 月 24 日と 1 月 5 日に、樹木の専門家である●●先生に依頼し、勉強会を開催した。そ

の中で神田警察通りのイチョウを見ながら色々学んだ。

●今生きているイチョウの木をこのまま生かす道路整備をお願いしたい。

【守る会】

●落ち葉など、街路樹の管理に対して、区のアダプト制度を活用して協力していきたい。

【守る会】

● II 期区間で想定している植樹帯の幅員は 1.5m とのことだが、現状は lm もなかった。イ

チョウの木を残して植樹帯を狭めればいいこと。

●植樹帯は停車帯のことを考えて幅 1.5m としていると思うが、停車帯は通常 2.0m必要な

のではないか、理解に苦しむ。

• I 期区間は駐車帯も植樹帯もない。植樹帯が本当に必要なのか疑問。それとの整合を区は

どう捉えるのか。

【守る会】

●技術と知恵を絞れば、イチョウの木を残した整備も実現可能ではないか。

●道路の幅が 5 cm足りない、 10 cm足りないというのではなく、木を残して道路整備をする

方法を考えていただきたい。

【守る会】

●昨年 11 月にイチョウを全て切ると聞かされ、寝耳に水だった。

●長い期間、協議会を実施してきたことは認識しているが、誰が集めて、誰に任命責任があ

るのか、協議内容を地域住民にどう示してきたのかわからない。

●他の町会員や住民の意見を聞く場があるべき。

●今や SDGs が叫ばれている。共生していく社会をつくることは、これからの人間の目標

になる。首都東京の中心の千代田、そこに住んでいるという自信自負をもって、一緒に自
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然を残し生きていくという私たちの気持ちをぜひ酌んでほしい。

●区からは経緯等の詳細の情報をいただけなかったが、新聞記者の方が丁寧に経緯を調べ

てくれた。

●町会長が委員になっているということは、町民に対してアナウンスするべきで、それが無

かったという意識。また、意見を述べる場も無かった、 100 年近い木もあり、これからの

100 年、 200 年を見た千代田区のまちづくりを、皆さんと一緒に話し合いながら参加する

区民になる意識も強くなっている。もう一度考えを聞かせていただきたいと思う。

【守る会】

●一番の目的は明大通りのように意見交換ができる拡大協議会の設置をすること。

●拡大協議会は人数の大枠を決め、メンバーは入れ替わり自由とし、傍聴者にも発言の機会

を設ける。また、議論はホームページ等で公開し、常に情報を共有する。さらに、明大通

りの拡大協議会と同じく、模型等を作成し議論に活用する。この方向で拡大協議会を設置

してほしい。

●2019 年 7 月 25 日の企画総務委員会で、木村区議の質問に対して「拡大協議会について、

今がすでに長い延長で大きな協議会であるが、どういう形でできるか協議会の意見を聞

きながらやっていく。」との答弁があったが、その後どうなったのか。

●区が実施したアンケートの回答率が 14.3％であり、「住民の声は聞いた。」と言われて私た

ちはとても意外に思った。

●区が実施したアンケートに関して、沿道にお住いの高齢女性に回答内容を伺った。まさに、

我々の主張する内容と合致している。もっと丁寧に住民の声を聞いてほしい。

【守る会】

●神田のまちで過ごす中で今回の問題を知った。住民の方が何も知らされないまま伐採が

強行されそうな状況に危機感を覚え、神田のまちで出会った仲間とともに要望書を提出

した。

●未来に向けたまちづくりを考えるときに、既存の 30 本の街路樹を切ることを前提に物事

を考える価値観について「環境モデル都市・千代田」として適切なのか。

●未来の豊かさというのは、均質化したまちゃ表面的に綺麗なまちを作るだけではなく、地

元に根付いた自然や歴史、想いを活かしながら将来に持続させていくこと。口先だけで

SDGs を言っても、このような未来は訪れない。

●30 本のイチョウ伐採を容認することがどのような意味を持つのか、もう一度しつかり考

えてほしい。

●道路の整備は進めてほしいが、話を聞いた事実だけ作って伐採を進めることのないよう

にしてほしい。
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【守る会】

●神田に 20 年間住んでおり、 1 年間アメリカにいた。この活動の中でそのことを思い出し

た。自分がいないときに自分が好きなものや場所が無くなったら、どう思うのか。

●イチョウの木は歴史があり、生活も見守ってきたもの。伐採は地域への影響が大きい。

●若い世代では最近、昭和レトロが流行っている。その理由は、初めて見るけどなぜか懐か

しいもの、新しいものだけではなく懐かしさを感じさせるものが大切にされているから

ではないか。

●新しいものも大切だが、地域に根付いた歴史や文化は地域の財産。無くすと戻らなくなる

ので、話し合いを重ねて、お互いが納得できる形にしてほしい。

●住民だけでなく、高校生などそこに通う人たちが木の伐採に何か感じるものがあるかも

しれないので、アンケートを広範に行うなど、より多くの意見を聞き、総合的に判断をし

てほしい。

【会長】

●本日いただいた意見や質問に対しては、後日改めて回答することとする。

【守る会】

●慣れない場で緊張もあり、うまく話せておらず、本日の意見や質問は改めて文書でまとめ

て提出する。

【事務局】

●文書は事務局で受け付ける。

【守る会】

●区長が、拡大協議会を設置するためには、当協議会が決めないとできないと言っていた。

協議会が決めたことが委員会に行き、委員会で決議したことが区の決定なのか。教えてほ

し V ヽ。

【まちづくり担当部長】

●これまで十何年話し合いをしてきた当協議会は大切なものであり、最後は皆様の意見を

聞いたうえで協議会に諮ることになる。その結果を受け、最終的には区が決める。その他

委員会というのは無い。

【会長】

●協議会において拡大協議会の設置を決定するのではなく、議論の結果を区に返し、最終判

断は区が行う。
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【委員】

●伐採の話はこれまでの町会長の頃から議論してきたし、区報でも周知されている内容で、

聞いていないわけがない。

●協議会では当初、自転車道をどのように整備するか議論していたが、その後、地域の活性

化のために道路をどのように整備するかを議論してきた。

●千代田区はアンケートをしっかり実施している。

●直近で区が実施した体育大会の開催の是非を問うアンケートも、 10 数％の回収率であり、

その中での反対意見により開催しないこととなった。

●「聞いていない。」というのは皆言いたくなるものである。しかし、なぜ聞いていないの

か。

【委員】

●町会員がそれほど多くないなか、 12 年やってきて、その内容が片言も知らされていない

ことが、よくわからない。

●この場では街路樹に特化した話になっているが、協議会ではその議論だけに時間をかけ

てきたわけではない。

●60 年以上住んでおり、個人的な意見を言わせてもらうとイチョウは邪魔と感じている。

ものすごい鼠の葉っぱが落ち、雨が降れば落ち葉で排水溝が詰まり水たまりができるし、

人も車も滑って危険。景観も大事だということはわかるが、住んで働いて、実際にこの場

所で生活をしている我々の環境のほうがもっと大切。

●歩道を拡幅して、街路樹を整理することに、 II 期工事区間の当該町会として大賛成。

【守る会】

●我々の町会内で情報伝達ができていないような言い方はやめてもらいたい。

【会長】

●各町会の事情で様々意見はあると思うが、それは別の機会に。委員の発言を最後まで聞い

てもらいたい。

【守る会】

●我々の町会では、連合町会長会議や当協議会の内容はまず役員の中で共有され、必要な事

項があれば婦人部まで共有され話し合ってきた。今回のイチョウの問題も、皆で共有して

意見がまとまり、活動してきた。町会内で情報伝達ができていないとの認識は訂正してい

ただきたい。
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【まちづくり担当部長】

●町会の中の話はこれまでにして、先に進めたい。

【委員】

●守る会は I 期工事について成功したというが、我々にとっては失敗作である。

●やむなくイチョウを残して歩道を広げたため、自転車道が狭くなり、自転車同士がすれ違

うこともできない状況である。

●移植には、 1 本あたり二百数十万円の費用がかかる。それを 32 本施工したら相当の金額

になる。

●次期整備からは、駐車帯もつくるし、計画通りにきちんと整備してもらいたい。

● 10 年以上議論してきたので、それを酌んでいただきたい。

【委員】

●私の家は神田警察通り沿道で 97 年間商売を続けており、神田祭りでは内神田美土代町会

の神酒所として場所を提供しているほか、着付けもボランティアで行っている。以前、企

画総務委員会において議員が「協議会の委員で沿道の者がいない。」との発言があったが、

この場を借りて申し上げる。

●私の家の前にイチョウが植わっており、枝が敷地内に伸びている時もあり毎日イチョウ

の葉を掃いている。アダプト制度で毎日できることではない。

●IV期及びV期工事にあたる美土代町交差点から先の区間は、 II 期・ III期工事に比べ劣悪な

歩道である。家の前にはポストが設置されているが、歩道の有効幅員が1.6m しかない。

車イスもすれ違えない、傘をさしてすれ違えないほどひどい状況である。今の位置に街路

樹を残し、伐採に反対して道路整備に賛成というのは矛盾した論理である。

• I 期工事の沿適の方々は、イチョウを切ってほしい意向であったと聞いている。 I 期工事

で植栽帯がないのは、イチョウを残したからである。

●IV期工事区間では、ブロックごとにイチョウの本数が異なり、植え方に統一性がない。 I

期工事のイチョウは戦前からありシンボリックだが、それ以外の街路樹は樹種・規模が統

ーされていない。最近植えられた樹木があったり、倒木して植えられなかった箇所もある。

大きく成長し過ぎ‘て、困っている沿道の方々も多くいる。 II 期工事、 III期工事それぞれの

場所で各論を言っていると計画は進まない。総論で進めていただきたい。

● 1 .4km の神田警察通りをシンボリックな道路に再整備することは、 10 年前から議論を重

ねてきている。街路樹をサクラとする話も、その頃から議論してきたこと。

●ヨウコウザクラは、樹高 lOrn を超えない小ぶりな樹木であり、暑さ寒さ・害虫に強く、

景観も優れており、戦争を忘れてはいけない意味がある平和のシンボルでもある。

●ヨウコウザクラは日本原産の交雑種で、愛媛在住の高岡正明氏が天城吉野と寒緋桜を掛

け合わせ作り上げた品種。高岡氏は第二次世界大戦中に学校教員であったが、戦死した生
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徒たちの冥福を祈って戦後各地に桜を送ることを思い立ち 25 年の歳月をかけ、ヨウコウ

ザクラを作出した。今では海外でも平和のシンボルとして植樹されており、「国際平和都

市千代田区宣言」にふさわしい桜である。ヨウコウザクラの並木道と戦火を生き抜いた共

立前のイチョウ、きっと千代田区のシンボルロードになる。

●サクラの空白地帯である神田公園地域にサクラを植えて名所化することで、桜マップや

平和マップに記載でき、神田の誇りにもできる。

【会長】

●守る会の論点は以下の通りまとめられ、改めて意見を文書で提出する。

・アンケートの方法や情報共有の方法といった、手続きに関しての問題がある。

・イチョウを残すことと道路整備とは両立できる。

・拡大協議会を開催してほしい。

●区はいただいた意見に対して明確な説明ができるよう、資料を整えること。

●再度協議会を開催し、意見を伺っていく。

●区は本日の議論の整理と、その公開を速やかに行うこと。

●協議会は議論の結果を区に返し、最終判断は区が行い事業を実施していくものである。

【まちづくり担当部長】

●当協議会を基本として、プラスアルフアで意見をいただける人について、委員及び守る会

の双方と調整する。

● II 期整備については、本日意見を伺ったことをもって、明日から工事着手するようなこと

はしない。

【事務局】

●いただいた意見について資料を作成し、次回協議会を概ね 1 か月後に開催する。

●今回の議論については適切な方法で公開し、引き続き幅広な情報提供の方法について検

討の深度化を行う。

3. その他

意見なし

4. 閉会
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